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平成20年6月12目

都道府県医師会

社会保険担当理事　殿

目本医師会常任理事

　　　　藤　原　　淳

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正

　　および平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正等について

　今般、　「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」が一部改正されま

したので、ご連絡申し上げます。本改正の詳細につきましては、別添の厚生労働省保険局医

療課長通知（保医発第0530003号）に参考として『見え消し版』が添付されておりますので、

ご参照くださいますようお願いいたします。

　また、平成20年度診療報酬改定関連通知に関して、厚生労働省保険局医療課より、別添

のとおり…部訂正についての事務連絡が発出されましたので、併せてご連絡申し上げます。

　さらに、平成20年度診療報酬改定に関連する厚生労働省令および厚生労働省告示につい

て、官報の正誤を入手いたしましたのでご送付申し上げます。

　なお、一部訂正（事務連絡）および官報（省令・告示）の正誤等の内容について、本会作

成の「改正診療報酬点数表参考資料（平成20年4月1目実施）」の正誤表（その2）を作

成いたしましたので、ご活用ください。

＜添付資料＞

①「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

　　（平20．5．30　保医発第05300003号　厚生労働省保険局医療課長）

②平成20年度診療報酬改定関連通知の…部訂正について

　　（平20．5．30　事務連絡　厚生労働省保険局医療課）

③平成20年度診療報酬改定関連厚生労働省令および厚生労働省告示に関する正誤

④改正診療報酬点数表参考資料（平成20年4月1目実施）正誤表（その2）

　　（目本医師会）



保医発第0530003号

平成20年5月30目

地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

　下記通知の一部を改正することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機

関、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

記

・「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」　（平成18年3月31日保医発第0

331002号）の一部改正

別紙のとおり改正し、平成20年4月1目から適用する。



（別紙）

1　！の（2）を次のように改める。

（2）　病院又は診療所と特別養護老人ホームが併設（r病院又は診療所と介護老人保健施設

　　等との併設等について」　（平成19年7月30目医政発第0730001号・老発第0703001号）に

　　いう併設をいう。）されている場合の当該病院又は診療所（以下「併設医療機関」とい

　　う。）の医師

　　　なお、病院又は診療所と養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予

　　防短期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設（障害者自立支援法第5条第6項に規

　　定する生活介護を行う施設に限る。以下同じ。）、障害者自立支援法附則第41条第1項

　　又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた附則

　　第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設又は身体障害者

　　療護施設に限り、以下単に「身体障害者更生援護施設」という。以下同じ。）又は附則

　　第58条第1項に規定する知的障害者援護施設（知的障害者入所更生施設（定員150名以上

　　の場合。以下同じ。）又は知的障害者入所授産施設（定員150名以上の場合。以下同

　　じ。）に限り、以下単に「知的障害者援護施設」という。以下同じ。）、盲導犬訓練施

　　設、救護施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設が合築又は併設されている場合につ

　　いても同様の取扱いとする。

2　1の（5）を次のように改める。

（5）　身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21

　　号）第16条第1項第2号、第17条第1項第2号、第18条第1項第2号、第19条第1項第

　　2号又は第38条第1項第2号の規定に基づき、身体障害者更生援護施設に配置されてい

　　る医師

3　1の（7）を次のように改める。

（7）　知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号）第

　　28条第1項第2号又は第52条第1項第2号の規定に基づき、知的障害者援護施設に配置

　　されている医師



4　2の表を次のように改める。

保険医 診療報酬

・配置医師　（全施設共 ・退院前訪問指導料

通。） ・特定疾患療養管理料

・後期高齢者診療料

・在宅自己注射指導管理料

・在宅自己腹膜灌流指導管理料

・在宅酸素療法指導管理料

・在宅中心静脈栄養法指導管理料

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

・在宅自己導尿指導管理料

・在宅血液透析指導管理料

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

・在宅人工呼吸指導管理料

・在宅悪性腫瘍患者指導管理料

・在宅寝たきり患者処置指導管理料

・在宅自己疼痛管理指導管理料

・在宅肺高血圧症患者指導管理料

・在宅気管切開患者指導管理料

・指定障害者支援施設、身体障 ・小児科療養指導料

害者更生援護施設、知的障害

者援護施設の配置医師

・身体障害者更生援護施設（身 ・脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

体障害者更生施設に限る）の ・運動器リハビリテーション料

配置医師 ・呼吸器リハビリテーション料

・難病患者リハビリテーション料

・障害児（者）リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

・身体障害者更生援護施設（身 ・脳血管疾患等リハビリテーション料（理学療法に限る。）

体障害者療護施設に限る）の ・運動器リハビリテーション料（理学療法に限る。）

配置医師 ・呼吸器リハビリテーション料

・難病患者リハビリテーション料

・障害！，尾（者）リハビリテーション料（理学療法に限る。）

・情緒障害児短期治療施設又は ・通院精神療法

知的障害者援護施設（知的障 ・心身医学療法

害者入所更生施設に限る）の ・通院集団精神療法

配置医師 ・精神科作業療法



・精神科ショート・ケア

・精神科デイ・ケア

・精神科ナイト・ケア

・精神科デイ・ナイト・ケア

・乳児院又は情緒障害児短期治 ・小児特定疾患カウンセリング料

療施設の配置医師

5　8として次のように加える。

8　平成24年3月31目までの間は、1（2）中「指定障害者支援施設（障害者自立支援法第5

　条第6項に規定する生活介護を行う施設に限る。以下同じ。）」とあるのは、　「指定障害者

支援施設（障害者自立支援法第5条第6項に規定する生活介護を行う施設に限り、平成18年

　9月30目時点において知的障害者入所更生施設（定員150名未満の場合）又は知的障害者入所

授産施設（定員150名未満の場合）であった施設が移行した場合を除く。以下同じ。）」と読

　み替えて適用するものとすること。



（参考）

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」

　　　　　（平成18年3月31日保医発第0331002号）

1　保険医が、次の（1）から（8〉までのいずれかに該当する医師（以下「配置医師」という。）で

ある場合は、それぞれの配置されている施設に入所している患者に対して行った診療（特別の必

要があって行う診療を除く。）については、介護報酬、自立支援給付、措置費等の他給付（以下

　「他給付」という。）において評価されているため、初診料、再診料（外来診療料を含む。）、

小児科外来診療料及び往診料を算定できない。

　（1）養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号）第12条第1項第

　　　　2号、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第12

　　　条第1項第2号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年

　　　厚生省令第37号）第121条第1項第1号又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

　　　び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

　　　基準（平成18年厚生労働省令第35号）第129条第1項第1号の規定に基づき、養護老人ホー

　　　ム（定員111名以上の場合。以下同じ。）、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事

　　　業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所に配置されている医師

　（2）　病院又は診療所と特別養護老人ホームが併設（「病院又は診療所と介護老人保健施設等と

　　　の併設等について」　（平成19年7月30目医政発第0730001号・老発第0703001号）にいう併設

　　　をいう。）されている場合の当該病院又は診療所（以下「併設医療機関」という。）の医師

　　　　なお、病院又は診療所と養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短

　　　期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設（障害者自立支援法第5条第6項に規定する生

　　　活介護を行う施設に限る。以下同じ。）、障害者自立支援法附則第41条第1項又は第58条第

　　　！項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた附則第41条第1項に規

　　　足する身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設又は身体障害者療護施設に限り、以下

　　　単に「身体障害者更生援護施設」という。㍍以下同じ。）又は附則第58条第1項に規定す

　　　る知的障害者援護施設（隠自一網一整備等

（3）

（4）

（5）
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制老耕知的障害者入所更生施設（定員150名以上の場合。以下同じ。）又は知的障害者

入所授産施設（定員150名以上の場合。以下同じ。）に限り、以下単に「知的障害者援護施

設」という。右＝以下同じ。）、盲導犬訓練施設、救護施設、マ＝乳児院又は情緒障害児短期

治療施設が合築又は併設されている場合についても同様の取扱いとする。

　障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成18年厚

生労働省令第172号）第4条第1号の規定に基づき、指定障害者支援施設に配置されている

医師

　障害者自立支援法第5条第5項に規定する療養介護を行う事業所に配置されている医師
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め癖…身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21



　　号）第16条第1項第2号、第17条第1項第2号、第18条第1項第2号、第19条第1項第2号

　又は第38条第1項第2号の規定に基づき、身体障害者更生援護施設、設人・ま　　。　，、護一

　施設に配置されている医師

（6）　救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準（昭和

　　41年厚生省令第18号）第H条第1項第2号の規定に基づき、救護施設（定員111名以上の場

　　合。以下同じ。）に配置されている医師

（7）　知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号）第28条

　　第1項第2号又は第52条第1項第2号の規定に基づき、知的障害者援護施設ノ謬入　施設く

　　麟章害者茜弄授産施設に配置されている医師

（8）　児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第21条第1項又は第75条第1項の規定

　　に基づき、乳児院（定員100名以上の場合。以下同じ。）又は情緒障害児短期治療施設に配置

　　されている医師

2　保険医が次の表の左欄に掲げる医師に該当する場合は、それぞれ当該保険医（併設医療機関の

医師を含む。）の配置されている施設に入所している患者に対する一部の診療については他給付

で評価されていることから、同表の右欄に掲げる診療報酬は算定できない。

保険医 診療報酬

・配置医師　（全施設共 ・退院前訪問指導料

通。） ・特定疾患療養管理料

・後期高齢者診療料

・在宅自己注射指導管理料

・在宅自己腹膜灌流指導管理料

・在宅酸素療法指導管理料

・在宅中心静脈栄養法指導管理料

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

・在宅自己導尿指導管理料

・在宅血液透析指導管理料

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

・在宅人工呼吸指導管理料

・在宅悪性腫瘍患者指導管理料

・在宅寝たきり患者処置指導管理料

・在宅自己疼痛管理指導管理料

・在宅肺高血圧症患者指導管理料

・在宅気管切開患者指導管理料

・指定障害者支援施設、身体障 ・小児科療養指導料

害者更生援護施設、知的障害

者援護施設の配置医師
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ー身体障害者更生
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知的障害者援護施設謝撒
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入所更生施設に限る）の配置

医師

乳児院又は情緒障害児短期治

療施設の配置医師

・脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

・運動器リハビリテーション料

・呼吸器リハビリテーション料

・難病患者リハビリテーション料

・障害児（者）リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

・脳血管疾患等リハビリテーション料（理学療法に限る。）

・運動器リハビリテーション料（理学療法に限る。）

・呼吸器リハビリテーション料

・難病患者リハビリテーション料

・障害児（者）リハビリテーション料（理学療法に限る。）

・通院精神療法

・心身医学療法

・通院集団精神療法

・精神科作業療法

・精神科ショート・ケア

・精神科デイ・ケア

・精神科ナイト・ケア

・精神科デイ・ナイト・ケア

・小児特定疾患カウンセリング料

3　保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門

外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している

患者に対してみだりに診療を行ってはならない。

4　養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所

　生活介護事業所、指定障害者支援施設、指定療養介護事業所、身体障害者更生援護施設、救護施

設、知的障害者援護施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設（以下「特別養護老人ホーム等」

　という。）に入所している患者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。

　・退院時共同指導料

　・在宅療養指導料

　・外来栄養食事指導料

　・集団栄養食事指導料

　・乳幼児育児栄養指導料

　・診療情報提供料（1）　（注2及び注4に該当する場合に限る。）



・後期高齢者終末期相談支援料（末期の悪性腫瘍の患者であって、特別養護老人ホーム等の配置

医師と共同して行った場合を除く。）

・在宅患者訪問診療料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるもの（介

護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算を

算定している場合の在宅ターミナルケア加算及び「注4」のただし書に規定する加算を除

　く。）を除く。）

・在宅時医学総合管理料

・特定施設入居時等医学総合管理料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍で

　あるものを除く。）

・在宅末期医療総合診療料

・在宅患者訪問看護・指導料

・居住系施設入居者等訪問看護・指導料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫

　瘍であるもの（介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る

　看取り介護加算を算定している場合の居住系施設等ターミナルケア加算を除く。）を除く。）

・在宅患者訪問点滴注射管理指導料

・在宅訪問リハビリテーション指導管理料

・訪問看護指示料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除

　く。）

・在宅患者訪問薬剤管理指導料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍である

　ものを除く。）

・在宅患者訪問栄養食事指導料

・在宅患者連携指導料

・在宅患者緊急時等カンファレンス料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍

　であるものを除く。）

・精神科訪問看護・指導料

・訪問看護療養費（在宅患者連携指導加算及び訪問看護情報提供療養費を除く。）　（特別養護老

　人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるもの（介護福祉施設サービス又は地域密着

　型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算を算定している場合の訪問看護ター

　ミナルケア療養費を除く。）を除く。）

・訪問看護療養費（在宅患者連携指導加算及び訪問看護情報提供療養費に限る。）

5　特別養護老人ホーム等の職員（看護師、．理学療法士等）が行った医療行為については・診療報

酬を算定できない。

6　保険医が、特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療を行った場合は、診療報酬明細

書の欄外上部に、㊥又は（施）の表示をする。

7　各都道府県知事は、別紙様式により、特別養護老人ホーム等の配置医師に係る情報を把握し、

必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めること。



6項に規定する生活介護を行う施設1こ限る．以下同じ。）」とあるのは・「指定障害者支援施設

8平成24年3月31目までの間は、・（2）中r指定障害者支援施設（障害者自立支援法第5条第

（障害者自立支援法第5条第6項に規定する生活介護を行う施設に限り・平成18年9月30日時点

において知的障害者ノ、所更生施設（定員15・名未満の場合）又1ま知的障害者入所授産施設（定員1

5。名未満の場合）であった施設が移　了した場合を除く。以下同じ・月と読み替えて適用するも

のとすること。



絡
目　
0

　
3

連
月

　
　

　
年

務
0

　
　

　
成

事
平

地方社会保険事務局
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について

r診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発

第。3。5。。1号）、r基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平

成2。年3月5日保医発第・3・5・・2号）、r特掲診療料の施設基準等及びその届出1こ関する手続きの

取扱1こつし、て」（平成2・年3月5日／呆医発第3・5・・3号）・r特定診療報酬定医療機器の定義等

1こつレ、て（平成2。年3月5日保医発第・3・5・・7号」、r保険医の使用医鄭（掲示事項等告示第6

関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第関係）に係る留創f項について」（平

成2。年3月5目保医発第・3・5・・9号）、rr入院時餅療養費に係る入院日寺生活療養の実施上の留意

事項1こつレ、て」等の一部改正について」（平成2・年3月19日保医発・319・・3号）」・「「「雛規

貝l」及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療

瀬1こ係る厚生労働大臣が定める医鄭等」の実施上の留意顛について」等の一部改正につい

て」（平成2。年3月28日保医発第・328・・1号）及びrr診療報酬言責館等の謙要領等について」

等σ）…部改正について」（平成2・年3月28・保麟第・328・・3号）について・それぞれ別紙1カ〉

ら男1」紙8までのとおり訂正するので、その取り扱いにi蜥のないよう関係者に対し・周知徹底を

図られたい。



圃診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について

　　　　　（平成20年3月5日保医発第0305001号）

別添1
医科診療報酬点数表に関する事項

第2章特掲診療料

第3部　検査

第1節検体検査料

第1款検体検査実施料

D　O16細胞機能検査
　（3）　「5」のリンパ球幼若化検査（一連にっき）は、Co11－A鶏、一P　HA又は薬疹の被

　　　疑医薬品によるものである。　　、　山一　　　一』　　　一　　　　　κ浄一し　　。

第4部　画像診断

第2節　核医学診断料

E！01－3　ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

　（5）　撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号「E200」コンヒ。ユーター断

　　　層撮影（C　T撮影）の「注・ヰ旦」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。

第7部　　リハビリテーション

＜通則＞

　7　疾患別リハビリテーション料は、患者1人にっき1目合計6単位（別に厚生労働大臣が

　　定める患者については1日合計9単位）に限り算定できる。

当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、その入院する病棟

等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料

（1）、脳血管疾患等リハビリテーション料（1）、運動器リハビリテーション料（1）

又は呼吸器リハビリテーション料（1）を算定するもの」とは、訓練室以外の病棟等（屋

外を含む。）において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的

として、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただし、平行棒内

歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等のみを行っている患者について

は含」まれない。



第9部　処置

」038　人工腎臓（1目につき）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に人工腎臓
（2）入院中の患、者　　一　　　　　　　　　　　心　　　　。　　＿　．＿
を行った場合又は特掲診療料の施設基準等の第＋一のコこ規定する場合（入院中の患者以外

　の患者に血液濾過を行った場合又はその他特に認める場合）に該当する場合においては、

　「2」により算定する。なお、　「入院中の患者以外の患者に血液濾過を行った場合又はその

　他特に認める場合」とは、入院中の患者以外の患者であって下記の場合である。

　ア　血液透析濾過を行った場合
イ生命脆険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症（頭蓋内出血・消化管出血）を有する患

　　者に対して血液透析を行った場合

ウ重大な視力障害に至る可能性が著しく高い、進行性眼底出血を有する患者に血液ケ翻を

　　行った場合

第10部　手術

第1節手術料

第9款　腹部

K697－5　生体部分肝移植術
（、）対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症（原発性月旦汁性肝硬変と

　　　原雛硬化性胆管炎を含む．）、アラジール症候群・バッドキアリー症候群・先天性

　　　代謝性肝疾患（家族性アミロイドポリニューロパチーを含む。）、多発嚢胞肝、カロ

　　　リ病、肝硬変（非代／醐）及び劇症肝炎（ウイルス性・自己免疫性・鄭lj性・成因不

　　　明を含む。）である。なお、肝硬変（非代償期）に肝癌（転移性のものを除く。以下

　　　同じ．）を合併している場合には、遠隔転移と血管侵襲を認めないもので・当言亥肝癌

　　　が、次の条件により、肝内に長径5cm以下・個、又1ま長径3Cm以下3個以内である場

　　　合に限る。また、小児肝芽腫についても対象疾患に含むものとする。

　　　イ　術前画像において肝癌と判定される結節性病変は、単純C　Tで撮影した画像にお

　　　　いて低吸収域として描出され、造影CTで撮影した画像の動脈相において高吸収域

　　　　として、門脈相において低吸収域として描出されるものをいい、これを典型的な肝

　　　　癌と判定する．なお、韮典型的な肝癌の場合は、最新の科学的根拠に基づく肝癌診

　　　　療ガイドライン作成に関する研究班「肝癌診療ガイドライン」に基づき、肝癌と診

　　　　断された場合に限る．また、造影剤にアレノレギーがあり造影CTが実施できない場

　　　　合は、MR　Iで代用する。



第3章

（別紙）

介護老人保健施設入所者に係る診療所魁

（算定できるものについてはrO」、算定できないものについてはr×」）

項　　　目 小　　項　　目
併設保険
﨤ﾃ系‘謁

そ　の他

基本診療料 初診料 × ○

再診料 × ○

外来診療料 X （
∪

特掲診療料一　，　，　r　＿　一　一　一　一　一　一　一　，　－　層　四　一　一

＿一＿一一＿＿一“ロ，一一一一一一』一一－一一一甲』一一一一価甲
■P一　＿　一　一　一　一　輯　甲　一　一ト　一　一

＿　一　　＿　　一　　一　　一　　一　一　一　一　　，

医学管理等 退院時共同指導料 × ○

診療情報提供料（1）（注4に限る。） × ○

診療情報提供料（n） × ○

その他のもの × ×

在宅医療 往診料 × ○

その他のもの × ×

検査 厚生労働大臣が定めるもの × ×

その他のもの ○ ○

画像診断 O ○

糠
厚生労働大臣が定めるもの ○ ○

その他のもの × ×

闘
厚生労働大臣が定めるもの O ○

その他のもの × ×

リハビリテーション 厚生労働大臣が定めるもの × ×

その他のもの O ○

精神科専門療法
× ×

処置 厚生労働大臣が定めるもの × ×

その他のもの ○ ○

手術 厚生労働大臣が定めるもの × ×

その他のもの ○ ○

麻酔 厚生労働大臣が定めるもの × ×

そ0）他のもの O ○

放射線治療
○ ○

病理診断
○ ○

（注）厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」（平成20年厚生労働

　省告示第63号）の第十六及び別表第十二により規定されているものである・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1一



（別紙様式2）
医療区分・ADL区分に係る評価票

平成 年 分

氏
名

1 2女 1明 2大3昭4平 生

意．撫雛羅驕驚象羅鞭購謙簾欝犠盆ll「○・を記入することとし・その後状　化し’

2頻度が定められていない項目については☆にrO」を記入すること。

塾ニコ畠
1算定期間に限りがある区分

画一
2 尿路感染症に対する治療を実施している状態

3 傷病等によりリハビリテーションが必要な状態

4
簸水に対下る治掻を笑覧している状短．かつ・莞然を伴う状懇

5 消化管等の体内からの出血が反糎継続している状態

6
頻回の嘔吐に対する治搬を深施している状触．かつ．褒懸を伴う扶鯉

7 せん妄に対する治俸を実施している状態

8
顯離や離等の繍矧が行われて才5リ瀞つ説叡1煽吐雄
､状肥

9 頻回の血糖検査を実施している状態

皿算定期間に限りがない区分

面

輔
凹
回
［
］
目
凹
口
口
凹

一
10 スモン

11 注1を参照

12
医師及び石匝職員により、常時、監視及び管理を実施している状態

13 中心静脈栄養を実施してし・る状態

14 人工呼吸器を使用している状態

15 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状駐

16
気管切開又は気管内挿管が行われており・かつ、発熱を伴う状態

18感染症の治鎌の必要性から隔雄室での管鯉を実施している状態

17　酸素鎌法を実施している状態

ま　　　ヨ　　　　

□□口口□

ま　　　ヨ　イ　　

□□□□□

□□□□□

ロ口口ロロ

ロロ口口口

口ロロロロ

ロロロロロ

ロ口口ロロ

ロロロロロ

　

□
ロ
　　ユ　　　ヨ　　　ち

　□□□□□

　□□□□□

　□□□□□

　□□□□□

　口口□口口

　□□□□□

　□□□□□

［二互垂垂コ　　　　　　　　　　　　☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

24褥拠損傷｛＿を源レ　　　すべてに訟　　：限る・） ｠

19 筋ジストロフィー症

20 多発性硬化症

21 筋萎縮性側索硬化症

22
パー丹ンカ隅階調ゆ！備“帳械上盤■■・

Xラージ淵上軸恢蝸嫡亀岡薗醐猷朗広の杖Oに脳・D
裏験直膚‘皇城，目陰． バ略ンソン猟串一ユン・ヤーハの一〇ゆ佃，が

23 モの地の髄措（スモン及び樽⑳～“？7までを除く． ）

25野室　　ユージョーンズの分類がv度の賦　　　眼□

26人工費篤．ネ書績一＿1　、腹　又は血　禎械遥董　している‡t憩 ｠
27∫主2を魏　　　　　　　□
28基本剛の俺＆馴の臓の三の三幅　　□

29離婁脚励聯鱒の贈」闘こよる鰯コント・一ルが必動軸こ映る・）

30　肺炎に対する治療を実施している状態

　随に解酬艇難している状厭離⑳鰯胸懸が勘られ赫合又ぱ
31　褥鐘が2カ所以上に認められる鳩合に刷る．）

32　末梢嶺蠣”吝による下肢末嬢の聞放“に対する治魚を禁絶している株9

33　うつ症状に対する治ぬを実施している状態

34　他書に対する星行が毎日認められる場合

36　気管切開又は気管内陣管が行われている状態（発熱を伴う状態を銘〈。〉

35　1日8回以上の鴎候吸引を実施している状態

婁．爆倒伽・勲擬餌，、．艮畝q又1圷1帰しく雌櫛曳捜姦濫鞭
感蜘包に鰯’る1鰍蓬案距じ〔し’る状胆
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□口口口口□□□□□口口□□□ロ

フ　ユマ　ゆ　　　口口　　　　　ロフ　　　　ヨ　ヨユ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロ口口口口ロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロ

リ　ヨ　ねマ　り　

□□□□□

□□□□口

口□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

ユ　りま　ね　　

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

　フ　ヂゆコ　ハヨユ　ゴ
ロ口口ロロロロロ口口i

　りえ　　ヨ　　　　

□□□□口

口□□□□

□□□口口

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

　　えフ　　　　ヨロ

ロロロロロ

ロロロロロ

ロロロロロ

ロロロロロ

ロロロロロ

ロロロロロ

1□□□口口

斜
□
□
□
□
□
□
□

1鰹謂1塾1鵬ll串lll
凸自制色色凸色色樋門苗

□□□□□旧□□□□1□□□□□1□□口口□口口□口口・

□□□□□1口口□□□i口口□口叩□□□□1ロロ口口ロ…

□□□□口□□□ロ口口ロ口口01□□口口□口口□口口

・
□
□

□□□□□

□□□□□

□□□□□，

i』鱗翻醐酬1帯輔騨鞠

口
口
□
下
口
ロ
ロ



（別紙様式9）

生活習慣病療養計画書初回用 （記入目： 年 月 日）

工1口 目1只ノr】

ｳ者氏名：

ノハ久卜”　一国

（男・女） 主病： 脂質異常症

生年月日：明・大・昭・平 年 月　　　日生（ 才） □糖尿病 □高血圧症□高脂血症

ねらい：検査結果を理解できること・自分の生活上の問題点を抽出し、 目標を設定できること

【
検
査
・
問
診
】

【検査項目】

｠身長
｠体重：現在（

福aMI
｠腹囲：現在（

精h養状態

精^動負荷心電図

高ｻの他

　　　　　（　　　　　cm）

@　　　　　　　　　　　kg）

@　　　　　（　　　　　　）

@　　　　　（低栄養状態の恐れ

｠収縮期／拡張期血圧（

@　　　　　（

　　→目標（　　　　kg）

モ香j→目標（　　　　cm）

@　　　　良好　　肥満）

@　　／　　　　mmHg）

@　　　　　　　　　　）

【血液検査項目】

｠血糖（□空腹時

冾gbAlc：現在

匤泣Rレステロール

穀�ｫ脂肪
福gDLコレステローノレ

高kDLコレステロール

高ｻの他（

（採血日　　月　　　日）

｠随時　□食後（

i（　　　％）→目標（

i
（
ノ
曳
（

）時間）

高〟^d1）

@　％）

高〟^dl）

高〟^dl）

高〟^d1）

高〟^dl）

@　）

【問診】

@
〔

　　　　　　□食事の状況

y①達成目標】：患者と相談した目標

□運動の状況 □たばこ □その他の生活

〕

〔
【②行動目標】：患者と相談した目標

〕医師氏名
（印）

一
重

□食事

ロ食事摂取量を適正にする

告ﾟ酒：〔減らす（種類・量：

｠間食：〔減らす（種類・量：

□野菜・きのこ・海藻など食物繊維の摂取を増やす

｠油を使った料理（揚げ物や炒め物等）の摂取を減らす□その他（

を週　　回）〕

�T　　回）〕

口食塩・調味料を控える

濠O食の際の注意事項（ ）
）

点
を
置

□食べ方：（ゆっくり食べる・その他（

告H事時間：朝食、昼食、 夕食を規則正しくとる

）
） 担当者の氏名

（印）

k
領
域
と □運動

□運動処方：種類（ウォーキング・

@時間（30分以上・

強度（息がはずむが会話が可能な強さor

）、頻度（ほぼ毎日・週

@　脈拍 拍／分

　　　　）

@　　　日）

盾秩@　　）

指
導
項

ロ日常生活の活動量増加（例：1日1万歩・

拷^動時の注意事項など（

）
）

担当者の氏名
（印）

自
】 □たばこ

□非喫煙者である

豪ﾖ煙・節煙の有効性 □禁煙の実施方法等

担当者の氏名
（印）

□仕事　　　□余暇 ロ睡眠の確保（質・量） ロ減量

□その他 ロ家庭での計測（歩数、

高ｻの他（

体重、血圧、腹囲等）

）

担当者の氏名
（印）

【服薬指導】 ロ処方なし 口薬の説明
担当者の氏名

（印）

【療養を行うにあたっての問題点】

【他の施設の利用状況について】

※実施項目は、　　　　　　　□にチェック、（

ｦ担当者が同一の場合、すべての欄に署名する必要はない。

）内には具体的に記入 患者署名

医師氏名
（印）
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生活習慣病療養計画書継続用 （記入目： 年 月 日）（　）回目
コニ1口 目1只ノ門

ｳ者氏名：

ノノ八スμ1Fユ→目

（男・女） 主病： 脂質異常症

生年月日：明・大・昭・平 年 月　　　日生（ 才） □糖尿病 □高血圧症□高脂血症

ねらい、重点目標の達成状況を理解できること・目標再設定と指導された生活習慣改善に取り組めること

【
検
査
・
問
診
】

【検査項目】

｠体重：現在（

｠BMI
｠腹囲：現在（

｠栄養状態

｠その他

　　　　　　（　　　　　）

@　　　　　（低栄養状態の恐れ

｠収縮期／拡張期血圧（

｠運動負荷心電図
@　　　　　（

kg）→目標（　　　　kg）

モ香j→目標（　　　cm）

@　　　　良好　　肥満）

@　　／　　　　mmHg）

@　　　　　　　　　　）

【血液検査項目】

｠血糖（□空腹時

高gbAlc：現在
国鴻Rレステロール

穀�ｫ脂肪
｠HDLコレステロール

高kDLコレステロール

高ｻの他（

（採血目　　月

｠随時　□食後（

i（　　　％）→目標（

i
（
（
（

日）

j時間）

高〟^d1）

@　％）
高〟^d1）

高〟^d1）

高〟^dl）

高〟^d1）

）

〔

【目標の達成状況と次の目標】：患者と相談した目標

y①達成目標】：患者と相談した目標

〕

〔
【②行動目標】：患者と相談した目標

〕
医師氏名

（印）

一
重

□食事

□今回は、指導の必要なし

｠食事摂取量を適正にする

告ﾟ酒：〔減らす（種類・量：

ロ野菜・きのこ・海藻など食物繊維の摂取を増やす

菇福�gった料理（揚げ物や炒め物等）の摂取を減らす□その他（

を週日）〕

�T回）〕

□食塩・調味料を控える

濠O食の際の注意事項（ ）
）

点
を
置

□間食：〔減らす（種類・量：

告Hべ方：（ゆっくり食べる・その他（

｠食事時間：朝食、昼食、 夕食を規則正しくとる

）
） 担当者の氏名

（印）

く
領
域
と
指

□運動

□今回は、指導の必要なし

拷^動処方：種類（ウォーキング・

@時間（30分以上・
強度（息がはずむが会話が可能な強さor 脈拍

）、頻度（ほぼ毎日・週

@　　　　　　　　拍／分

　　　　）

@　　　日）

盾秩@　　）

．
導
項
目

ロ日常生活の活動量増加（例：1日1万歩・

｠運動時の注意事項など（

）
）

担当者の氏名
（印）

一 □たばこ □禁煙・節煙の有効性 ロ禁煙の実施方法等
担当者の氏名

（印）

□その

ｼ

ロ仕事　　　□余暇

拷ﾆ庭での計測（歩数、

｠その他（

　□睡眠の確保（質・量）

ﾌ重、血圧、腹囲等）

□減量

）

担当者の氏名
（印）

服薬指導 □処方なし 口薬の説明
担当者の氏名

E

【療養を行うにあたっての問題点】

【他の施設の利用状況について】

※実施項目は、　　　　　　　□にチェック、（

ｦ担当者が同一の場合、すべての欄に署名する必要はない。

）内には具体的に記入 患者署名

医師氏名
〔印）
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リハビリテーション実施計画書

患者氏名：　　　　　　　　男・女 生年月日（西暦）　　　年　　月　　　目 計画評価実施日　　年　　月　　目

主治医　　　　　　リハ担当医 PT　　　　　　OT　　　　　　ST

診断名、障害名（発症日、手術目、診断日）： 合併症（コント・一ル状態）： 発症前の活動、社会参加：

日常生活自立度：　J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準：L　H属nb，皿a，皿b，IV，嶋M

評価項目・内容（コ・ン（1）の後ろに具体的内容を記入

心
身
機
能
・
構
造

［コ意識障害GCS、GCS）：

拷^動障害：

｠感覚障害：

罇ﾛ食障害：

鵠r泄障害：

｠呼吸、循環障害：

ロ音声・発話障害

iロ構音障害，□失語症：種類　　　　　　）

濠ﾖ節可動域制限：

Pコ筋力低下：

｠褥瘡：

高ｻの他：

基
本
動
作

立位（

　寝返り（□自立ロー部介助ロ全介助）：
Nき上がり（ロ自立ロー部介助□全介助）：

@　座位（口自立ロー部介助ロ全介助）：
ｧち上がり（□自立ロー部介助□全介助）：

@　　　　ロ自立ロー部介助□全介助）：

活動度 （安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて）

ADL（B．1．） 自立
一部

譓
全介助 使用用具（杖、装具）、介助内容 使用用具（杖、装具） 介助内容

食事 10 5 0
－　　　　一

　移乗

ﾀれるが移れない→

15

@5

10←監視下　　　一

@　　〇

一　一　一　一　－　，　一　一　一　一　一　一　甲　一　　，　一　一　－　督　一　－　－　，　一　－　一　一

@　　　＿　　＿　　＿　　　　　一　　　　　　　　　　　＿　　一　　－　　－　　‘　　『　　昌　　一　　一

整容 5 0 0
－　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　一　　昌　　一　　辱　　一　　－

トイレ動作 10 5 0
一　　＿　　　　　　　　一　　一　　　　　一　　一　　昌　　　　　－　　層　　一　　－　　一　　響

活
動

入浴 5 0 0

平地歩行 15 10←歩行器等 歩行：　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一

車椅子操1乍が可能　　・→5 0
車椅子：　　　　　　　　　　一　　　　　　　－　　　　　　　一　　　　　　　　－　　　　　　　　－

階段 10 5 0
＿　　　　　　　　　　　　　　　昌　　　　　　　‘　　一　　一　　ロ　　甲　　昌　　一　　署　　“　一

更衣 10 5 0
＿　　　　　　　＿　　－　　昌　　一　　－　　一　　－　　一　　一　　一　　ロ　ロ

排便管理 10 5 0
‘一　●　一一　●　■　，一　●　一　｝　●　幽一　●　一　鼻一　．　一一

排尿管理 10 5 0

合計（0～100点） 点

コミュニケーション

目標 （1ヶ月後、退院時）： 本人・家族の希望：

リハビリテーションの治療方針：

目標到達予想時期：
説明者署名：

本人・家族への説明：　　年　　月　　目 説明を受けた人：本人、家族（　　　　）署名：
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リハビリテーション総合実施計画書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画評価実施目 年　　月　　目

患者氏名：　　　　　　　　男・女 生年月日（西暦）　　　年　　月　　目（　歳） 利き手 右・右（矯正）・左

主治医　　　　　　リハ担当医 PT　　　　　OT　　　　　ST　　　　　看護 SW等

診断名、障害名（発症日、手術日、診断目）： 合併症（コント・一ル状態）：
リハビリテーション歴：

日常生活自立度：　J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2
認知症である老人の日常生活自立度判定基準： 1，Ha，Hb，ma，皿b，W，嶋M

評価項目・内容（コ・ン（：）の後ろに具体的内容を記入） 短期目標（　ヶ月後）

心
身
機
能
・
構
造

活

動

ロ意識障害（JCS、GCS）：

□見当識障害：

ロ記銘力障害：

□運動障害：

ロ感覚障害：

ロ摂食障害：

□排泄障害：

［コ呼吸、循環障害：

口音声、発話障害（構音、失語）：

□関節可動域制限：

□筋力低下：

ロ褥瘡：

ロ疼痛：

□半側空間無視：

ロ注意力障害：

口構成障害：

ロその他：

基
本
動
作

　寝返り（ロ自立ロー部介助□全介助）こ
起き上がり（□自立ロー部介助ロ全介助）：

　　座位（口自立ロー部介助口金介助）：
立ち上がり（□自立ロー一部介助□全介助）：

　　立位（ロ自立ロー部介助ロ全介助）：
活動度　（安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて）

AI）L（B．L）

移・乗

自立

10

15

部
助一

介

5

全介助

0

10←監視下

座れるが移れない→ 5

トイレ動1乍

浴入

5

10

5

0

5

0

0

平地歩行 15

0

0

0

・ト椅子操1乍が可能

10←歩行器等

一｝5

階段

更衣

排便管理

排尿管理

10

10

10

10

5

5

5

5

0

合計／0～100点）

0

0

O

0

点

使用用具（杖、装具）、介助内容 短期目標

一
丁

二
♪

p
一

　．

R奇枢一一
一

コミュニケ一遍ミーヨニ／

／
理解

表

具体的アプローチ

具体的アプローチ



別添2
歯科診療報酬点数表に関する事項

第2章特掲診療料

第1部　医学管理等

B　O13　義歯管理料
　（2）　新製有床義歯管理料は、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、新製した

　　　有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者に対して、新製した有床義歯の

　　　取扱い、保存・清掃方法等について必要な指導を行い、当該管理の要点を診療録に記

　　　載した場合に、新製有床義歯の装着後1月以内に2回を限度として算定できるものと

　　　する。ただし、1回目の新製有床義歯管理料については、当該有床義歯の管理に係る

　　　情報を文書により提供するとともに、当該文書の写しを診療録に添付し、診療録に義

歯管理の内容の要点を記載した場合に算定するものとする。なお、新製有床義歯管理

料を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該義歯の装着日を記載』」ゴ＿

また一、診療報酬明細書の病名欄の有床義歯の対象となる欠損部位と装

着部位が異なる場合は、装着部位を摘要欄に記載すること。

第4部画像診断

　通則
　3　　　　　　　　　　　一　　　　1デジタル映像化処理を伴う歯型：エックス線撮影を

　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　一“　　　　　　　　　》歯科
　　行った場合』呈昼　　　　　　　　　　　　　　　一，　　　　　　　　　．、　　　　　　＿
　　パノラマ断層撮影等を行った場合は、診断料及び撮影料に「通則4」に規定する加算を合

算し、画像診断の費用を算定する。

　　　　＿“　　　“

、 瓜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

4　一デジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合
　においての撮影料の算定方法については、「通則3」に準じて取り扱うものとする。

第1節
　E　O　O　O　写真診断

　　（1）　歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び

、専用の装置を用いてデジタル映像化処理を

行った場合をいう。

第8部　処置

　第1節　　処置料

　　1011－2　歯周病安定期治療
　　　（3）　歯周病安定期治療は、その開始に当たって、歯周組織検査を行い、症状が…時的

　　　　　に安定していることを確認した上で行うものであり、歯周組織検査σ）結果の要点や
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合に算定する。

第12部　歯冠修復及び欠損補綴

　第1節　歯冠修復及び欠損補綴診療料

　　MO　O1－2　齲蝕歯即時充填形成
　　　（5）r注、」の加算は、エアータぜン等歯科用切削器具を用いることなく・レづ

　　　　　＿を応用し篠痛の発現を抑制しながら、騨歯の働歯即時充填形成尭のための

　　　　　灘除去及び翻形成を行う二とを言平価したものであり斗アータービン等切肖1」器

　　　　　具を用いた場合は、算定しない．なお、薗禺蝕歯無痛的窩洞形成加算の算定1こあたっ

　　　　　ては、診療報酬明細書の摘要欄に部位を記載すること。

第13部　歯科矯正

　第1節　歯科矯正料

　　N　O18　マルチブラケット装置
　　　トセクシ．ナノレアーチを行う場合の第・回目の装置の印象採得の費用は区分番号NO

　　　　。61こ掲げる印象採得のr・マルチブラケット装置」・装着の費用は区分番号NO

　　　　。8に掲げる装着のr・の・固定式装置」及び装置の費用は本区分の「1のロ4

　　　　装置目以降の場合」に掲げる所定点数により算定するものとし・第2回目鵬の装置

　　　　の費用こついては、本区分・）r・の・4装置剛降の場合」のみの参碇とする・

　　　　　なお、区分番号N・・8に掲げる装着のr一注⊥」及び「潮漣書」

　　　　の加算については、各区分の算定要件を満たしている場合に算定できる。



國
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

　　　　　　　（平成20年3月5日保医発第0305002号）

別添2

　　　　　　　　　　　　　　　　入院基本料等の施設基準等

第2　病院の入院基本料等に関する施設基準

4　入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。

（3）夜間における勤務（以下r夜勤」という。）については・次の点につし’て留意する・

　　　ケ夜勤専従者のそれぞれの購夜勤時間数は・72日寺間の概ね2倍以内であること・

別添3

入院基本料等加算の施設基準等

別紙
　　　　　　　　　　　人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域

人事院規則で定める地域に準じる地域人事院規則で疋のO工槻脚一竿しQ咄蝋

級地区分 都道府県 地　　　　　　　　域

4級地 茨城県 石岡市

千葉県 習志野市

東京都 羽村市、目の出町、檜原村、東久留米市、小金井市

神奈川県 愛川町、座間市、綾瀬市

大阪府 島本町、摂津市

広島県 府中町

5級地 茨城県 那珂市、東海村、阿見町

埼玉県
羽生市、鳩ケ谷市、蕨市、富士見市、新座市・三芳町・狭山市

千葉県
我孫子市、鎌ヶ谷市、八千代市、長柄町、長南町、木更津市、君津市

東京都 奥多摩町

神奈川県 伊勢原市、逗子市、清川村、寒川町、山北町

愛知県 尾張旭市、長久手町

滋賀県 栗東市

京都府 南丹市、久御山町、八幡市、城陽市、宇治田原町

大阪府 松原市、大阪狭山市、豊能町



兵庫県 猪名川町、川西市

奈良県 御所市

6級地 宮城県 利府町、七ケ浜町、村田町

茨城県
稲敷市、河内町、利根町、つくばみらい市、常総市・板亟東市・境町・五

ｶ霞町、下妻市、八千代町、結城市、桜川市

栃木県 日光市、さくら市、壬生町、下野市、栃木市、二宮町、野木町

群馬県 伊勢崎市、玉村町、吉岡町、大泉町、千代田町、板倉町

埼玉県
嵐山町、滑川町、大利根町、騎西町、菖蒲町、鷲宮町、幸手市、宮代町、

忠ｪ町、蓮田市、松伏町、吉川市、八潮市、川島町・吉見町・目高市・毛

C山町、越生町、ときがわ町、深谷市、桶川市

千葉県 大網白里町、山武市、富里市、印旛村、本埜村

東京都 瑞穂町、東大和市

神奈川県 中井町、大井町

長野県 大町市、筑北村、上田市、長和町、下諏訪町・岡谷市

岐阜県
坂祝町、関市、可児市、土岐市、各務原市、笠松町、羽島市、海津市

静岡県
ノ』、山町、裾野市、島田市、長泉町、清水町、富士川町・芝川町・川根本

ｬ、藤枝市、岡部町、森町

愛知県
扶桑町、大口町、岩倉市、北名古屋市、春日町、清須市、甚目寺町、美和

ｬ、七宝町、蟹江町、日進市、東郷町、東浦町、阿久比町、常滑市、新城

s、豊川市、幸田町、高浜市

三重県 いなべ市、東員町、朝日町、川越町、亀山市・木曽岬町

滋賀県 釆原市、多賀町

京都府 長岡京市、井手町、精華町

大阪府 大東市、岬町

兵庫県 加西市、加東市、小野市、高砂市、稲美町、播磨町

奈良県
生駒市、山添村、安堵町、川西町、河合町、上牧町・広陵町・田原本町・

居骼s、明目香村、吉野町、曽爾村、平群町、三郷町、五條市

和歌山県 かつらぎ町、紀の川市、岩出市

広島県 安芸太田町、熊野町、呉市

福岡県 飯塚市、志摩町、篠栗町、志免町、須恵町、大野城市・那珂川町

佐賀県 佐賀市

備考この表のr地域」枷こ甘葛げる名称は、平成2・年4月1目においてそれらの名称を

　　有する市、町又は村の同日における区域によって示された地域を示し、その後にお

　　けるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響

　　されるものではない。



別添6

別紙7

一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票　評価の手引き

B　患者の状況等

10　寝返り
項目の定義

　寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等

の何かにっかまればできるかどうかを評価する項目である。

諜寵位力、ら（禦右どち馨か募）側臥譲る動議る．

1　4　　日月空？青苧黎

判断に際しての留意点

　口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介助から義歯の
手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤等の薬剤による洗浄』も含
まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、口腔内吸引のみは口腔内清潔に含ま塗
い。また、歯がない場合は、うがいや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行

為が行われているかどうかに基づいて判断する。
但し、口腔清潔が制限されていないにも関わらず、看護師等が口腔清潔を行わなかっ

た場合は、「できる」とする。



別紙10
尿路感染症　治療・ケアの確認リスト

入院日（）年（　）月

]価日（）年（　）月

L載者サイン（医師・看護師

（）日

i　）日

患者氏名（

@サイン ）

）

（1）診断名
　　（急性膀胱炎　急性腎盂腎炎　慢性膀胱炎　慢性腎盂腎炎

　　その他　　　　　　　　　）

（2）診断時の症状．

　　　・自覚症状（排尿時痛　残尿感　腎部の自発痛　その他

　　　．バイタル鼻サイン（　）月（　）日　体温（　）

　　　・検査値等
　　　　　　血液，（）月（）日　白血球（　　　）C　R　P（　）

　　　　　　尿、（）月（）日　　白血球（　　　）細菌尿（　　）

　　　　　　尿培養，（）月（）日→起炎菌（大腸菌　緑膿菌　腸球菌

　　　　　　ア菌　その他　　　　　　　　）

（3）実施した治療・ケア

　　　　・抗生剤の投与：点滴（　）月（　）日から（）日間

　　　　・経口投与（）月（）日から（）日間
　　　　．水分補給1日あたり（点滴　　　　　　　経口　　　　　　　）

）

セラチ



別紙17

重症度に係る評価票　評価の手引き

B　患者の状況等

10　寝返り’
項目の定義

襲爵難幾昏熱1暴凝



別紙18
重症度・看護必要度に係る評価票　評価の手引き

A　モニタリング及び処置等

2　蘇生術の施行
　判断に際しての留意点

当該病棟以外での評価は含まないため、手術室救急外来等で蘇生術が行われたと

しても、当該病棟で行われていなければ「なし」となる。

姦辮啓発聾磁撫鴨辮鰍密1難欝諦整緯

B　患者の状況等

18　寝返り
　項目の定義

の1灘1銭響1癖ll、1轟緬

23　口腔清潔
判断に際しての留意点

。腔内の欄こは、r歯磨き、うがい、・腔内清拭・舌のケア等の介助か礒歯の

繊灘礫聯雛1薦欝鱗雛
為が行われているかどうかに基づいて判断する。、
但し、。獅潔が制限帥，ていないにも関わbず・看護自而等が・腔清潔を行わなか

った場合は、「できる」とする。

27　診療・療養上の指示が通じる
　選択肢の判断基準

「は

A奪毒錨齢、鰐鮮鋭に行われている場合・あるいは

「いP潔，療養上（D指示に対して、指示通りでない卿が1回でもみられた胎

　かっ指示通りでない行動の記録がある場合をいっ。



別紙20

リハビリテーション総合実施計画書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画評価実施目 年　　月 日

患者氏名：　　　　　　　　男・女 生年月日（西暦）　　　年　　月　　　目（　歳） 利き手 右・右（矯正）・左

主治医　　　　　リハ担当医 PT　　　　　OT　　　　　ST　　　　　看護 SW等

診断名、障害名（発症日、手術日、診断日）： 合併症（コント・一ル状態）：
リハビリテーション歴：

日常生活自立度：　J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2
認知症である老人の日常生活自立度判定基準： 1，Ha，nb，皿a，皿b，W，鵠M

評価項目・内容（コ・ン（：）の後ろに具体的内容を記入）

心
身
機
能
・
構
造

活
動

□意識障害（JCS、GCS）：

［コ見当識障害：

日記銘力障害：

ロ運動障害：

□感覚障害：

ロ摂食障害：

ロ排泄障害：

巳呼吸、循環障害：

□音声、発話障害（構音、失語）：

□関節可動域制限：

□筋力低下：

ロ褥瘡：

□疼痛：

□半側空間無視：

ロ注意力障害：

□構成障害：

E］その他：

基
本
動
作

　寝返り（ロ自立ロー部介助□全介助）：
起き上がり（□自立ロー部介助口金介助）：

　　座位（ロ自立ロー部介助ロ全介助）：
立ち上がり（□自立ロー部介助ロ全介助）：

　　立位（ロ自立ロー部介助□全介助）：
活動度　（安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて）

AI）L（B．L）

食事

移乗

自立

10

15

部
助一

介
5

全介助

0

10←監視下

座れるが移れない→ 5

整容

トイレ重1」イ乍

“
合

キ
ぎ

入

5

10

5

O

5

0

0

平地歩行 15

0

0

0

10←歩行器等

車椅子操作が可能　　→5

階段

更衣

排便管理

排尿管理

10

10

10

10

5

5

5

一
b

0

合計（0、100点）

0

0

0

0

占
m

使用用具（杖、装具）、介助内容

行歩

車椅子：

コミコニケーション

理解

表出

短期目標（＿ヶ月後） 具体的アプローチ

短期目標 具体的アプローチ



画特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について

　　　　　　　（平成20年3月5日保医発第305003号）

別添1
特掲診療料の施設基準等

第14　在宅療養支援歯科診療所

　1　在宅療養支援歯科診療所の施設基準
　　（6）当該地域において、他の保健医療サービ級び福祉サービスキの連携調整を

　　　　担当する者と連携していること。

第61の2上顎骨形成術（骨移動を伴う場創こ限る・）・下顎骨形成術（骨移動を伴う場

　　合に限る。）
、．ヒ顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、下顎’形成術（骨移動を伴う場合に

　　限る。）に関する施設基準
　　（2）上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に翻した医師の指導の下1こ・術

　　　　者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤・）形成外科欝巫恥咽

　　　　喉科の医師（当該診療科につし・て5年以上の経験を有するものに「1艮・る・）がそれ

　　　　ぞれ1名以上配置されていること。

第76の2　腹腔鏡下小切開副腎摘出術

　1　腹腔鏡下小切開副腎摘出術に関する施設基準
　　（2）腹腔鏡下腎摘出術、腱鏡下小切開腎摘出術・腹腔鏡下副鴨聞サ・腹腔鏡下

　　　　，』、切開副腎摘出術、腹腔鏡下竪（尿管）悪鵬1着手術・腹腔鏡下小切開1剛尿管）

悪性腫瘍手術、難腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下小切開前立腺悪1生

腫瘍手術を、術者として、合わせて2・例以上実施した経験を有つ一る常勤の泌尿

器科の医師が2名以上配置されていること。



様式18

在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出書添付書類

1．歯科訪問診療の実績（直近の1年間の実績）

@　歯科訪問診療料を算定した人数　　　　　　　　人

@　歯科訪問診療料を算定した回数 回

2．後期高齢者のロ腔機能管理に係る研修の受講歴等

受講歯科医師名（複数の場合は全員）

研　　修　　名

受講年月日

研修の主催者

講習の内容等

※後期高齢者のロ腔機能管理に関する内容を含むものであること。

ｦ研修会の修了証の写しの添付でも可とするものであること。

3．歯科衛生士の氏名等（常勤又は非常勤を○で囲むこと）

氏　　　名 常勤／非常勤

1
）

常勤／非常勤

2
）

常勤／非常勤

3
）

常勤／非常勤

4．迅速に対応できる体制に係る事項

i1）患者からの連絡を受ける体制：対応体制　　　＿名で担当、交代制（有・無）

@　・担当者の氏名及び職種　　　　　　　　・連絡方法・連絡先

@（2）歯科訪問診療体制：対応体制　　　　　　　＿名で担当、交代制（有・無）

@　・担当医の氏名

5．在宅療養を担う連携保険医療機関

i1）医療機関の名称　　　　　　　　　　（3）担当医の氏名

i2）開設者名　　　　　　　　　　　　　（4）連絡先

竺

6．保健医療サービス及び福祉サービスとの連携担当者

E氏名、連絡先

E資格、主な業務内容
@　　　　　　　　　　……几　　　　　口　　　　　亡1　　　　　　　　』　ん←　　　　、

7．後方支援医療機関（歯科医療機関）

@（1）医療機関の名称

@（2）開設者名　　　　　　　　　　　　　（4）　担当医の氏名

@（3）所在地　　　　　　　　　　　　　　（5〉連絡先



様式58

生体部分肺移植術の施設基準に係る届出書添付書類

1 届出種別

E新規届出　　（実績期間

E再度の届出（実績期間

年
年

月～

氏`
年
年

月）

氏j

÷
、 ’　言 一　。当該手術を担

2　　標榜診療科（　　ホ
魔ｷる科名）

、

科

3 肺切除術の実施数

例

4
生体部分肺移植術を担当する診療科の医師の氏名等 （5名以上）

常勤医師の氏名 診療科名 臓器移植の経験症

@　　例数



囲
特定診療報酬算定医療機器の定義等について（平成20年3月5目保医発第0305007号）

1　医科点数表関係
〔別表）

宅　矢

特定診療報酬算定医療機 薬ミ舷承認上の位置1寸け
定　　　義

その他の条件 対応する診療報酬項目

器の区分 別 一般白・称

注入ポンプ（1） 機械器具（74）医薬品注入器 汎用輸液ポンプ
克ﾋ筒輸液ポンプ

インスリンなどの皮下持続

酷�ｪ可能なもの
C151 注入器加算

ポータブルインスリン用輸

液ポンプ

注入ポンプ（H） 機械器具〔74）医薬品注入器 ポータブルインスリン用輸

tポンプ

インスリンなどを間歇的か
ﾂ自動的に注入することが

C152 間歇注入シリンジポンプ加算

口虫ヒノ　　の

注入ポンプ〔皿） 機械器具（74）医薬品注入器 加圧式医薬品注入器
o腸栄養用輸液ポンプ

流量（注入速度）及び予定

ﾊの設定が可能なもの
C161 注入ポンプ加算

汎用輸液ポンプ
注射筒輸液ポンプ
マルチチャンネル輸液ポン
プ患者管理無痛法用輸液ポン

プ注射筒輸液ポンプコント

ローノレユニツ

自動腹膜潅流装置 機械器具（7）内臓機能代用 自動腹膜灌流用装置 腹膜透析液の交換を自動的

ﾉ行うことが可能なもの
C155 自動腹膜潅流装置加算

腹膜灌流用紫外線殺菌器 機械器具（7）内臓機能代用 腹膜灌流用紫外線照射器 腹膜透析施行時に使用し、

㈱O線照射による殺菌を行

C　154 紫外線殺菌器加算

うことが可能なもの

腹膜灌流用熱殺菌器 機械器具（7）内臓機能代用 腹膜潅流回路用加熱溶融接

≡葡u

腹膜透析施行時に使用し、

ﾁ熱により無菌的にチュー
C154 紫外線殺菌器加算

ブの接合を行うことができ
の

酸素供給装置（1） 機械器具（6）呼吸補助器 酸素濃縮装置
¥動型機器接続用酸素濃縮

酸素濃縮装置であるもの C158 酸旛凄縮装ll伽算

器

酸素供給装置（H） 機械器具（6）呼吸補助器 液体酸素気化式供給装置
t体酸素気化式供給装置

20～50リットルの内容積の
ﾝ置型液化酸素装置である

C159 液化酸1苧1装置加算

@1　設置型液化酸素装置

セット の

酸素供給装置（III） 機械器具（6）呼吸補助器 液体酸素気化式供給装置
t体酸素気化式供給装置

1リットル前後の内容積の
g帯型液化酸素装置である

C　159 液化酸素装置加算
@2　携帯型液化酸素装置加鋒

セ“ト の
享・ロ。　　　つり　　　　　　　　　1し「1 呼吸同調式レギュレータ 鼻カニューレを用いて携帯 C159－2 呼吸同訓式デマンドバルブ加1冷

酸素供給調節器
機械器具（6）呼吸補助器 呼吸同調式レギュレータ

Zット

用酸素供給装置から供給さ
黷骼_素の流妬tを、患者の
呼吸に同調して調節するこ
とが可能なもの

在宅人工呼吸器（1） 機械器具（6〉呼吸補助器 ガス式肺人工蘇生器 気管切開、鼻マスク又は顔
}スクを介して人工呼吸を

C164 人工呼吸器加算
@1　・ロ圧式ム王卿・卑

新生児・小児用人工呼吸器 行うことが可能な陽圧式人
H呼吸器であるもの。ただ

C164 人工呼吸器加算

@2　人工呼吸器
高頻度人工呼吸器 し持続陽圧呼吸（C　PA
呼気肺人工蘇生器 P）療法治療器は含まな
再使用可能な手動式肺人工 い。

蘇生器
手動式ジェット人工呼吸器

手動式心臓ポンブ人工蘇生

器単回使用手動式肺人工蘇生

器可搬型人工呼吸器

家庭治療用人工呼吸器
二相式気道陽圧ユニット
成人用人工呼吸器
O用人工呼吸器

在宅人工呼吸器（H） 機械器具（6）呼吸補助器 陰圧人工呼吸器 陰圧式人工呼吸器であるも

ﾌ
C　164 人工呼吸器力鱒

@3　会土式人工唖測朋

在宅人工呼吸器（m） 機械器具16）呼吸補助罷 持続的気道阻圧ユニツト
搗ｱ的自動気道陽圧ユニツ

患マスクを介し．た持続的陽

ｳ呼吸（n　a　s　a　l　C　P　A

C165 経躰的持続阻圧呼吸療法用治療器加算

ト P）を行うことが可能なも
一
〕

携帯型注入ボンプ 機械器具（了4）医薬品注入器 加圧式医薬品注入器
ｳ者管理無痛法用輸液ポン

薬剤などを持続的に注入す
驍ｱとが可能な携帯型注入

C　166 携帯型ディスポーザブノし注入ボンプ加算

プ ポンプであるもの

脳深部刺激・脊髄刺激装

u送信器

機械器具（12）理学診療用器 除痛用電気刺激装置 体内埋込型受信器に電気信
��翌驍ｱとが可能な送信駆’・も　　の

C　167 疹痛管理用送信器加㌃）

0



手　z一

特定診療報酬算定医療機 ：事法承認

　　　　｛@　　　疋
qの立一付け

その他の条件 対応する診療報酬項目

器の区分 類　別 一般白・　称

骨電気刺激装置 機械器具（12）理学診療用器

ﾚ

電気骨折治療器 骨折の治癒促進を行うこと

ｪ口出ノ　の

K　O47 難治性骨折電磁波電気治療法

超音波骨折治療器 機械器具（12）理学診療用器
ﾚ

超音波骨折治療器 超音波を用いて骨折の治癒

｣進を行うことが可能なも

K　O47－2

j　O47－3

難治性骨折超音波治療法

恊ﾜ超音波治療法

六

眼科用光凝固装置 機械器具（31）医療用焼灼器 眼科用レーザ光凝固装置 眼科用レーザー光凝固装置

ﾅあるもの

K270

j271

虹彩光凝固術

ﾑ様体光凝固術
眼科用レーザ光凝固・パル

K273 隅角光凝固術
スレーザ手術装置

K276 網膜光凝固術

網膜復位用ガス 医療用品（04）整形用品 網膜復位用人工補綴材

臼購内部より剥離した網膜を

ｬ絡膜上に復位個定するた
ﾟに、硝子体腔内に充填する
Kスであること。

K275 網膜復位術

硝子体茎顕微観下離断術

K280 1網膜付聯購を含むもの

K281 増殖性硝子体網膜症手術

眼科用レーザ手術装置 機械器具（31）医療用焼灼器 眼科用パルスレーザ手術装

u
後発白内障切開術が可能な

烽ﾌ

K282－2 後発白内障手術

眼科刷一業光凝固’パノレ
Xレー→　　認11‘’

超音波白内障手術装置 機械器具（12）理学診療用器 白内障・硝子体手術装置 水晶体の破砕が可能なもの K282 水晶体再建術

目ハ↓

@械器具〔29）電気手術器 水晶体乳化術白内障摘出ユ

二“ト

前房レンズ

纐[レンズ
wパリン使用後房レンズ

ｽ焦点後房レンズ
}入器付後房レンズ

機械器具（72）視力補正用レ

塔Y

前房レンズ
纐[レンズ
wパリン使用後房レンズ　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

ｽ焦点後房レンス
}入器付後房レンズ

白内障に対する手術後の無
�ｻ体眼の視力補正が可能

ﾈもの

K282 水晶体再建術
@1　眼肉レンズを挿入する場合

埋込型医薬品注入器 機械器具〔74）医薬品注入器 皮下用ポート及びカテーテ 繰り返し薬液投与を行うた
ﾟに体内に留置するもの

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続

香@　埋込刑カテーテル設置
ノレ

ｷ期的使用注入用植込み K618 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置

ポート
レーザーにより組織の凝固 K841－2 経尿道的レーザー前立腺切除術

レーザー手術装置（1） 機械器具（31）医療用焼灼器 炭酸ガスレーザ
lオジミウム・ヤグレーザ 又は切開が可能なもの

エキシマレーザ

色素レーザ
ネオジミウム・ヤグ倍周波

数レーザ
一酸化炭素レーザ
エルビウム・ヤグレーザ
ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグ
レーザ
アルゴン・クリプトンレー
ザルビーレーザ

銅蒸気レーザ
色姿・アレキサンドライト

レーザ
クリプトンレーザ

ダイオードレーザ

ヘリウム・カドミウムレー

ザKTPレーザ

K506－3 表在雌性肺癌’ノ線力堂療法
レ・一ザー手術装1置（H） 機械器具131）医療用焼灼器 1）DTエキシマレーザ 光線力学療法が可能な波長

U3α㎝のエキシマ・ダイ K653－4 表在性早期胃癌光線力学療法

レーザ又はYAG・O　P　O K872－5 子宮頭部初期癌又は異形成光線力学療法

レーザーであるもの

τ一評τ＝手術装置田t） 棲械器具／l2）理学ポ療用器 体内挿入式1一絹嬬土1石破砕

浮P趾

柾皮的風輪拓砥砺獅IIllll

ﾈ｛）の

K781 lL尿1曜1尿路結石除去術

機械器具131）医療用焼灼器 色素レーザ

zルミウム・ヤグレーザ
パノ1、スホ4、ミウム・ヤグ

レーザ
色素・アレキサンドライト

レーザ

体外型心臓ペースメーカ 機織器具（7）内臓機能代用 侵襲式体外型心臓ベース

kーカ

不整脈の補正（心臓ベーシ

塔O1が可能なもの

K596 体外ぺ一スメーキンゲ

非侵襲式体外型心臓ペース

メーカ
経食道体外型心臓ベース
メーカ

マイケロ波手術器 機械器具／29〕Il慮手術器 焼灼術馴漁手術ユニット マ。イクロ波により組織の止

結yu凝固が可能なもの
K697－2

j　t195

肝悪性月輪マでク・波凄モ固法

ﾌ切除術

ラジず波手術器

九F器及び謎合器

機械器具129』1庶手術器

@械器具t30）結紮器及び縫
ﾖし卑

電気手術器

九F器｝吏び縫合器

ラジオ漁こよ瞳嚥の答丁固
ｪ可illlな｛）の

Z騨淵
K697－3

j7・13

肝悪性肺癌ラジオ波焼灼療法

､核手術1脱肛を含む。）　5　PPH

体外式画撃波結石破砕装

u（D

機械器具112〉理学診療用器 体外式結石破砕装置 胆石の破砕が可能なもの K67s 体外1蛎撃波胆石破石芋術

体外式所撃波結石砿石1』装 機械器具U2）理学診療用器 体外式結石破砕装置 腎・床節拓の破砕が可能

ﾈもの

K76S 体外1将撃波腎・尿窪｝結石破砕術

ll’以m 具

1



微小火薬挿入式結石破砕装

u
体外式衝撃波結石破砕装
u（皿）

機械器具（12）理学診療用器 体外式結石破砕装置
�ｬ火薬挿入式結石破砕装

胆石及び腎・尿管結石の破

ﾓが可能なもの
K678
j768

外ノ．撃波胆石砕辮
ﾌ外衝撃波腎・尿管結石破砕術

恥骨固定式膀胱頸部吊上

p用装置

機械器具（30）結紮器及び縫
㈱

尿失禁挙上針 恥骨固定式膀胱頸部吊上術
�sうことが可能なもの

K823 尿失禁手術
@1　恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行う

Tの

経尿道的前立腺高温度治

ﾃ装置

機械器具（12）理学診療用器 高周波式ハイパサーミアシ

Xテム
}イクロ波ハイパサーミア

Vステム

経尿道的にアプリケータを
}入して前立腺肥大組織を
S5度以上まで加温すること

ﾄ　｝↓

K841－3 経尿道的前立腺高温度治療

超音波治療器 機械器具（12）理学診療用器 超音波治療器 経肛門的にプ・一べを挿入
ｵて、超音波により前立腺
�蜻g織を60度以上まで加
Mすることができるもの

K841－4 焦点式高エネルギー超音波療法

分娩用吸引器 機械器具（32）医療用吸引器 分娩用吸引器
闢ｮ式分娩用吸引器

吸引娩出に用いられるもの K893 吸引娩出術

自家輸血装置 機械器具，（7）内臓機能代用 自己血回収装置
P回使用自己血回収キット

術野から血液を回収して、

Z縮及び洗浄又は濾過を行
｢、患者の体内に戻すこと
oP始オ

K923 術中術後自己血回収術（自己血回収器具

ﾉよるもの）

超音波手術器 機械器具（工2）理学診療用器
D目．

超音波手術器 超音波により組織の凝固又

ﾜ　　が口北オ　の

K931 超音波凝固切開郷惜加算

電気手術器 機械沼具（29）電気手術器 治療用電気手術舞 霜気により血管及び組織の
ﾂ鎖又は剥離が可能なもの

K931 超音波凝固切開装置等加算



國
鍛医の使用医薬品（掲示事項等告示第6関係）及び保険薬剤師の

使用医薬品（掲示事項等告示第14関係）に係る留意事項について

（平成20年3月5日保医発第0305009号）

2　医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者から今後供給する予定がなく、

既に製造販売承認及び許可の廃止の手続きがとられた医薬品について・「掲示事項等告

示」の別表第、、別表第2及び別表第4に収載し、経過措置品目としたものであること・

　　また、経過措置品目とされた医薬品の使用期限は、別表第1及び別表第4については

平成2。年8月31目限りとし、別表第2一については・使用期β毘平成21

　年3月31日限りとしたものであること。

一1一



圃
「入院時食事療養費に係る入院時生活療養の実施上の留意事項について」等の一部改正について

　　　　　　　　　　　　（平成20年3月19目保医発0319003号）

圃
r訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」　（平成14年3月8

日保医発第0308009号）の一部改正について

第2　届出に関する手続き

5　地方社会保険事務局長は、届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　”　　　　　　　　　届出者号を決定し、　這　／￥一　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　＿　。　．一、

に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、併せて、都道府県社会保険診療報酬

支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会に対して、受理番号付して通知すること。

　○訪問看護基本療養費（ll）　　　　　　　　　　　（訪看10）第　　号

　024時間対応体制加算　　　　　　　　　　　　　　（訪看23）第　　号

　024時間連絡体制加算　　　　　　　　　　　　　　（訪看24）第　　号

　○重症者管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（訪看25）第　　号



（別紙3）

様熱間対応体制力日算．24時間連絡体制加算・重症者管理加算に係る届出書（届出・変更・取消し）

受理番号
（訪看23、24、25）　　　号　　一

受付年月日 平成　　年　　月　　日 決定年月日 平成　　年　　月　　日

（届出事項）
@　、．24時間対応体制加算2．24時間連絡体制加算3・重症者管理力日算

『モ「 ﾌ》おり届け出ます
　　平成　　年　　月

指定訪問看護事業者
の所在地及び名称

目

地方社会保険事務局長　殿

代表者の氏名 印

ステーションコード

指定訪問看護ステーションの

轄ﾝ地及び名称
@　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者の氏名

、．24時間対応体制加算2．24時間連絡体制加算に係る届出内容

車絡相談を担当する職貝（　　　フ人
保健師 人 常勤 人 非常勤　　　　　　人

助産師 人 常勤 人 非常勤　　　　　　人

看護師 人 常勤 人 非常勤　　　　　　人

連絡方法

連絡先電話番号
1 （　　　） 4 （　　　）

2 （　　） 5 （　　）

3 （　　　） 6 （　　）

）人

※24日寺問対応体制加算の場合、連絡相談を担当する職員には緊急時訪問轍を担当する職員

　　についても記載すること。
3．重症者管理加算に係る届出内容

02塒間対応体制加算・24時陰縫絡体制加算を算定できる体串1を整備している・

既届出の場合：受理番号（　）・本届出による・．（有・無）

灘甥灌轟舗継奪欝讐融魂按舞匙携体・・」を整備・て

　いる。　（有、無）

1ナ箭，連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に言己蔵すること

@　　「3．重症者管理加算」単独の届出は、認められないこと

@　　届出書は、正副2通を提出のこと



圃
rr療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」

及びr保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項1こ

ついて」等の一部改正について（平成20年3月28日保医発第0328001号）

圃
rr療担規則及び薬担規則並び1こ療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示噸等」

及びr保険外併用療養費に係る厚生労1動大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に

ついて」　（平成18年3月13日保医発第0313003号）の一部改正について

第3保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等（掲示事項等告示第3及び医薬品等

　　告示関係）

13薬事法に基づく承認等を受けた医療機器の使用等に関する事項

（4）薬局にあっては、算定告示別表第三調剤報酬点数表第・節に規定する調剤基本料。）注

　　　書2の規定に基づく届出を行った薬局であって、（3）のア及びイの要件を満たす病院又

　　　は診療所の医師又は歯科医師から交付された処方せんに基づき医療機器を支糸合するもの

　　　であること。

14保険適用されている医療機器の薬事法に基づく承認に係る使用目的・効能若しくは効果又

は操作方法若しくは使用方法と異なる使用目的、効能若しくは効果又は操作方法若しくは使

　用方法に係る使用に関する事項
（4）薬局にあっては、算定告示別表第三調剤報酬点数表第・節に雛する調剤基本料の注

　　　親の規定に基づく届出を行った薬局であって、（3）・）ア及びイの要件を満たす病甦完又

　　　は診療所の医師又は歯科医師から交付された処方せんに基づき医療機器を支給するもの

　　　であること。

第10厚生労働大臣が定める注射薬等（掲示事項等告示第10関係）

2　投薬期間に上限が設けられている医薬品

（2）投薬量又は投与量が3・日分をβ艮度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として・ア

　　　ルプラゾラム等を定めたものである。

（3）投与薬量が9・目分を限度とされる内服薬として・ジアゼパム等を定めたものである・



圃
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互

に関連する事項等について」　（平成18年4月28日保医発第0428001号）の一部改正

1こついて

第3　介護調整告示について

　要介護被保険者等である患者に対し算定できる診療報酬点数表に掲げる療養については、介

護調整告示によるものとし、別紙を参照のこと。
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入院中以外のC者（次の施殴に入居又は入所する患者）
介“老人揺麺拓詮又は地壇岳

@舟聖介醤老人幅触塩酸
@m距隈回老人ホーム1

　　介置老人保槌描絵

福��ｯているものを含心．）

（，亜期入所俵蚤介雄測‡介瞳子鮒豆期入所血畳介 入院中の患者

　　　　　　し　　　　　　＝　　　　　　1自宅　　　　　1

高齢者専用貸賃住
﨟A有料老人ホー

2知窪対¢型

鴇定絶設　　　　‘指定特定施設．脂足地域密
�ｹ特定施設及び指定介護予防笹定脂
@　　　　設に咀る．’

介護療養型医療施設

介凶偵春型国使縮鹸
i．）

ﾃ養介歴ぞ受けているものを含み、※1を除（

　　　　　（膨佃痘病根の素良を鈴
i短期入所黄餐介雄文は介薩予防蠣期入所

　介薩顛昼型脹蟹施設
驕D）

﨤Y又は☆脹予防短期入所療養費瞳を受けている

@　　　　　ものを含む．）

　　　　　〔膨知痘病裡の諸氏に畷
i栂知直南糠の粛庫における短期入所療養

　　｝土合樹止旨設　　1卿”害者隈笹｛闘iλ所生活介護．介護予1 ム、堤費老人ホーム
yび葺」老人ホーム
o指定精定毘設、橘

函　　分
防振期入所生話介護、i
ｯ濡瓢職1介捜を受けているもの1　　　を除く〕　　　1　　　　※5　　　　　1　　　　　　　　　　1

定地域a讐聖特定跨
z瓢轡並びに小畑霞多細殿型居宅介護又は介護予防小畑！多型藍聖居宅介護を受ける者

グルーブホーム

i二珀窪対応型共
ｯ生活介護又は
諟�¥防毘油症
ﾎ応望共同生活
@　介護）

　一　　一　　＿　一　一　一　　■　一　■一　一　一　一　一一　削■i

､ち、外部サービス科用
ｹ指定貸定隻設入居者生
�諟�狽ﾍ外紙サービス
�p墾指定介捜予防特定
C搬入居者生活介護を受
ｯる看が入居する施設

（短期入所生活介護又は

諟�¥防短覇入所生活介
���ｯているものを合
@　　　む）

併設保険医俄姐顕以
Oの採妓医療壁面

併設保険医掻鰻掴

　　以外の病床

i短期入所療養介護

狽ﾍ介護予防盛鶏入
褐恬{分温を受けて
｢る血者を駄く）

介護穫聾施設サービ
X費のうち、他科受
f時費用（44棉位）

�Z定しない日の鳩　　　　」』　　　　1コ

介護療養施設サービ
X賛のうち、他科受
n暗費用（斜4蝉位〕

�Z定した日の場合
@　（外泊中〕

介護療養施設サービ
X費のうち、外i日時
�p（444単位｝を算
閧ｵない日の場合

介堰療養施設サービ
X費のうち、外泊時
�p〔444単位1を算
@足した日の場台
@　（外泊中〕

I
r
I

が利用する事象所
@　　｝誓5

’
I
I

　　　　0
i茉期の5性暖側の愚者

1
中

に湿る．ただし、看取り

在宅患看訪問t節料 　　　　　　1
Q　　　　　　　　　1

○ ○ ○ ○ 介護加算を算定している X 一 一 『
（居住素地四入居者等） 1 場台の在宅ケーミナルケ

1
十
1
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ア加算は算定できな
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@　　　　　1

ム要び暖黄老人
zームA型の場

一 0 一
（末期の悪性腫瘍

ﾌ患者に限る。）
x X X X

合に眠る。）

＿　　　　　　』　・　一　■　・　一　　一　　一　　　　■　　一　『
＿　　一一　r　－　　r　　一　　　■　　　　　一　　→　　一　　　　■　一　　一　一

一　　一　　一　一一　H　一　一一　一　　一　一　一　　－　一　　‘　■｝

一特 在宅来期匪幸向合診療料 ○ ○ ○ X ○ X X 一 一
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秩@一　畠　畠■　H　一　一　一f一一一一　・一一一

一一　一　　一　一■　一　　一　■　一　r．　『　　引　　』一　　一　一　■一　H
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＿　一　■一　‘　一一　引　一　　一　一　一　　一　一　一　『一　一『一　　甲 ¶

0
〔束研の5性建鷹の患者

居住素見股入居者等訪問着
c・緬導料 一

　○

i※2）

　○

i※2）
　0
i※2）

　0
i※2）

に限る　ただし、看取り
諟���Z定している場合の居住系艶投等ター X 一 ｝ 一

ミナルケア加算は算定で

在
きない，）

一　　　一

　　　　　　　　　　一　　　　＝　　　一　　　　一宅 O ○

医
療

在宅移行管理加算
（末期の悪性腫瘍箏の患者又は特別指示書が出された惑者であって当該月に介護保

@険における特別管理加算特一を算定していない場合に眠る ）

（末期の悪性腫瘍

ﾌ富者に限る。）
｝ 一 一 一

一一一　一　一一一一　一
一　一　－　－　　　　－　一一　一　　　－　一

一＿r＝一■一．＿一’斗一一　一一・・一一r一■一■『一一一　　■一　　　　一一甲一 ，一州一＿　一　　一　－　r一一■ロー一一一■『幅

その他の在宅患者坊間活歴・ ○ 0
揃溝紋は居住系施殴入居看
剿V間石蟹・指の繍二係る加

Z

（末期の悪性腫瘍等の惑者及び急性増悪等により
ある惑者に眠る。）

一時的に鐙回の訪問看護が必要で （末期の悪性腫瘍

ﾌ患者に限る。）
一 一 一 一

｝在宅患者肋間茎鋼管遅榛導料 X 一 一 一 一 一
X 一 一

（繕住系三股入贋者等以殉
　　　　　　一　一　■　一　　一　　　一　　　一　　一　　　一 0

在宅患舌筋閃影痢管理稲妻料
u居住系三股入居肴等） 一

× X X X （末期の悪性魅塁

ﾌ患者に限る。）
X 『 一 一

－
　
　
一

一＿　　一　一　一　一　　一　　一　一　｝　一　　一一

荏宅患者肋間リハビリテー
一 一 一

ション指導管堰料（居住系施 x 一 一 一 ｝ ｝ 一

9入居者等以外，
　　　　　　　　一　　　一

在宅磐新肪門リハビリテー
X X X 一 一 一

ション指導管理料（居住素地 一
x X X

殴入居者等｝
1

一在宅患者肪閏栄養食事指導料 x 一 一 ｝ 一 一
X 一 一

（懸住素立股入居者等以外1
1

1・一　・・一一　一

一 ｝在宅患者坊間栄養食事指導料
一

1
　
　
　
　
x
l X X × X X 一

（居住系三股入震音等） 1

　　　　　■　　　　一　　　　　　　『

X X 一 一 一
在宅馨煮遺風指導料 x

在宅患者緊急飾等カンファレ ○

　　　○
i末期の悪性煙霧 X 一 一 一

ンス料 の患者に限る。）

　　　　○
i「管別養護老人ホーム

一捕2節第1款に掲げる在宅療養 ○ 等における虫養の給付の X 一 一
特 櫓羽管護料 取般いについて」に定め

掲 られてるものを除く．〕

一証団旗號2御三掲1干る在宅毒 0 O O 一 一

養鯉塑算



入院中以外の患者（次の施設に入居又は入所する患者）
介唖老人椙血路誼又は地域艦
@葺聖介塵老人幅祉地口
@僻別聾唖老人ホーム〕

　　介舘考人仮鯉施設

ｯを受けているものを含む。〕
（婚期入所置畳介虚又は介腫予防短期入所直蚤介 入院中の患者

　　　　　　1
@　　　　　1高齢者専用貸賃注
ﾚ宅　　　1宅．孝丁料老人ホー

認知猛射¢型

特定距設　　　　（措定特定距投、指定地域密
�^持定範設及U指定介護予防特定施
@　　　　設に出る．）

介護療養型医療施設

介鯉鯉蓑型国債蝿帳
ｭ．、

N蓋介ロを劃すているものを含み、報1を除く

　　　　　　（認勤症霜趣の病床を除
i短期入所廣養分腰又は介護予防短期入所

　介腫檀要望医優施護

驕D1
賴u文は介鰹予防短期入所療養介組を受けている

@　　　　　ものを含む．

　　　　　　（島如直病棟の霜床に暇
X佃症富娘の粛床における短期入所俵蓋

@　　　　　　　）

区　　u

　　臆櫓施設　1ム、敬老人ホーム
@体障害者蛇彼等｛短期1及び簑轡老人ホーム
�叶ｶ渚介護、介護予1く指定特定籍没．指
h短期入所生活介護、　1定地醸密着型特定飽
Z期入所盛妻介護又は1設及び期定命堰予防
諟�¥防短覇入所徴養t特定建設を除＜，）
誧_を受けているもの1並びに小瑕摂多機能

@　　を除く）　　　陛居宅介護又は介護
@　　　※5　　　1予防小鰻摂多機能型

グループホーム

i羅知症対応型共
ｯ生活介護又は
諟�¥防認知症
ﾎ応型共固生活
@　介護1

うち、外部サービス利用
^指定特定盛設入居者生
�諟�狽ﾍ外部サービス
�p型権定介護予防讐定
{設入居者生活介護を受

（短期入所生活介護又は

諟�¥防短期入所生活介
���ｯているものを言
@　　　む）

併設保険医激世関以
Oの像険医掻樋嗣

併設保険医療機関

　　以外の病床

i短期入所飯養介護
狽ﾍ介護予防短期入
ｪ療養介護を受けて
｢る血者を除く）

介護療費施設サービ
X費のうち、他科受
f時費用（44蝋位）
�Z定しない日の場　　　　ム　　　　ロ

介護療養施設サービ
X費のうち、他科受
f畦異用（4“唄位）

�Z定した日の場合
@　‘外泊中）

介護療養施設サービ
X費のうち、外泊暗
�p（“4単位）を算

閧ｵない日の場合

介護療貴施設サービ
X賓のうち、外泊時
�p（444単位）を算

@定した日の場台
@　（外泊中）

i居宅介博を受ける者

P力綱用する事業所

P　※5

ける者が入居する施設

検査 0 0
　　　　　　　0

i大臣の定める項目は算定不可） 0 X 0 X ○

画像診断 0 0 ○ O
　　O
潔c純撮影を除
@　く。）

O X 0

O ○
　　　0
i尋［的な診療に精 0

　　　0
i専門的な診療に特

投薬 0 O ※3 0 ※3 著な藁剤に係るもの
@　に限る、）

※3 有な薬剤に係るもの
@　に限る．）

○ 0
　　　O
i尋［的な診療に特 O

　　　O
i耳門的な誹種に特

注射 0 0 ※4 0 ※4 有な藁剤に係るもの
@　に限る．）

※4 有な藁剤に係るもの
@　に限る．）

　　　0
i同一の疾患等に

ついて、介護保険 o
リハビリテーション （同一の疾患等について、

　　　　　　　　　0

Pヶ月を経過した日以降は耳定不可）

介護保険におけるリハビリテーションを行った日から
におけるりハビリ

eーションを行っ
ｽ目から1ヶ月を

　　　　　　　　○

i大臣の定める項目は算定不可）
○

（視健コ臓及び難病

ｳ者リハ料に係る部
@分に限る．〕

× X

経通した目以降は
算定不可）

通院・在宅精神療法 O

　　　　0
iただし、往診時に行う
�№ﾉは煽紳掻法が必要
ﾈ理由を詮長銀に記箪す

X X X 0 X

ること．）

O 0 0
入院隻団精神療法
�@生活技能訓撞療法 一 一 一

（特定診療費を算定

ｷる場合を除（．）
（特定診療費を算定する場合を除く． ） （笥定お伍資を算定する場合を除く．）

一　　一　　哩　一　r　　一　　■　編　・一　一－　　一　一　』　　一

@　　　〇 ~ ○ X 0 X ○

精神科作莫療法 ○

箱

一 O X 0 × 0神 精神科退院指導料 一 一
科 一　一　　　一　一　一　引　　一　一一　一　一‘『　『　一　一 r　司　一　一　r　　－　－　■

一 0 X 0 X 0
専 精神科退院前訪問指導料 一 一
門

療
法

0
　　0
k2類症である

一重度認知症患者デイ・ケ

A料
（介護保険で認知症通所介護、通所
潟nを行った日以外の目は算定可）

老人の日常生活
ｩ立度綱定基準
ｪランケMのも

0 ○ ○ X 一 一

のに限る．｝

一一　一　一　　一　｝　一　一　一　一一　一－　一　一『　一

特
　　　　　　　　　『　　　　　一

■　一　　一　一　噺　一－　一　　↓　一一一　一　一　　帰一

掲

上記以外 ○

　　　　　O
ir特別養護老人ホーム

凾ﾉおける療養の給付の
謌ｵいについて」に定め

X 0 0 0
られてるものを除＜．）

O
処置 0 0

　　　　　　　　0
k大臣の定める項目は算定不可） O （大臣が定めるもの

@　を除く．1
O x 0

O ○ 0 x 0
手術

○ 0 （大臣の定める項目は算定不可）

○ ○ 0 x ○

麻酔 ○
○

〔大臣の定める項目は亘定不可）

○ 0 0 O x 0
放射線治療

○

O O O X 0 × 0
病理診断 0

○ ○ 0 O 0
肪間歯科衛生嶺導料 X



入院中以外の患者（次の驚股に入唐又は入所する患者）

　　　　　介瞳老人像艇施捜
ﾚ期入所齪養育腰文は介腰予防短期入所俵薫育
@　腫を畳けているものを含む．）

入院中の患者

　　　　　　1甜額陥賃住目窪　　　　1宅、有料老人ホー 守綻施設（指定特定座設、指定地域密
�^持定範設及び協定介護予防笥定施
@　　　　設に眠る．）

介蹄老人噛蜘辺又は地壇密
@潜愛育謹老人棚並塩澁
@f特別畳嘘考人ホーム〕

i短期入所生活介護又は
諟�¥防短期入所生活介
���ｯているものを含
@　　　む）

介唖頓亜聖医療施減（穏知血書韓の禽戚を採
ｭ．，（，弧入所療養介雄文は介頷予断瓦斯入所
ﾃ養介脹を受けているものを含お、巌1を除く

介虚血亜型医債施設儲蝦離檀の病床に眠
驕D｝　｛混勤症病棟の病床における短期入所療養
諶軏狽ﾍ介瞳予防燈期入所僚畳介腰を受けている

@　　　　　ものを含む．〕

巨　　分

　　社鉗蹴施設　　1 ム、軽黄老人ホーム

yび養護老人ホーム
i橋楚特定粧t量、指

闥n域密着望特定艶
ﾝ及u：指定介護予防
ﾁ定施設を除く．）
ﾀびに小腰縄多機能
^居宅介置文は介護
¥防小駅一多機能型
書詹諟���ｯる者
ｪ利用する郭茶所

@　　｝聾5

認畑症対席型

Oルーブホーム

i2知窪対彫塑共
ﾅ生活介護又は
諟�¥防巳短径
ﾎ応聖共闘生活
@　介護）

うち、外部サービス利用

ｹ指定特定肥投入暦書生
�諟�狽ﾍ外部サービス
�p聖揃定介護予防特定
{設入居者生活介護を受
ｯる者が入居する絶設

併設保険医浸機階以

Oの像険医療搬閑
併設緑陰医療磯閣

介護療養型医療施設
@　以外の病床

i頬期入所療養介護

狽ﾍ介護予防短期入
蒲ﾃ養介護を受けて
｢る患者を除く）

介護療養施設サービ
X費のうち、他科受
ﾖ時費用｛44欄位）

�Z定しない日の堰
@　　　合

介護療養施設サービ
X費のうち、他村受
f時費用｛4“単位）

�Z定した日の場合
@　（外泊中）

介護療養施設サービ
X費のうち、外泊暁
�p（4“単位）を算

閧ｵない日の鳩合

介護療養施設サービ

X費のうち、外泊時
�p（444単位）を算

@足した日の場合
@　（外泊中）

在宅慰看訪問茎剤管理指弾料
i居住系以外）

×

｝ 一 一 一 一
X X × X

在宅患親方閏蓋剤管理指導料
i居住系ナ 一

X × X X
　　　　○
i束期の悪性纏αの患者

@　に限る．）

X X X X

在宅患者連携揃項料
× X X 一 一 一

歯
科

在宅慰者緊急詩律カンファレ
塔X料

○
　　　　0
i末期の思惟薩画の患者

@　に罵る．）

×

｝ 一 一

退院箭共同榛導料 一
X X ○ X X

歯科疾患胃｝…料

ｻ朋高齢者在宅療養
咜ﾖ鰻駕二胃1…料

sl終定疾童無憂管理料
f樹珊提供料（b　‘注2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
i居宅療養管理指導費、又は介護予防居宅僚養管理指導貧が算定されている場合を
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　除く。）

○ ○ 0 ○ O

上記以外 O ○ 0 0 O 0

在宅患者訪問運剤管理櫓導料
i居住系以内

　　　　　卜
�@　l　　　　　I

一 一 一 一 一 一 一 一 一

在宅悪者1方閏；剤管理指導料
o居住系売股） 一

× X × ×

　　　　○
i束朔の悪性錘Oの愚者
@　に限る．）

一 一 一 一

在宅慰者緊急肋間葬鋼管覆指

ｱ料
0

　　　　0
i素期の悪性踵璃の患者
@　に眠る．〕

一 一 一 ｝

在宅思考緊急鋳等共同指導料
　　　　　　　　　　　　　　　　　○

iただし、居宅療養管理指導を旦定した日に行った場合を除く。）

　　　　0
i束潮の悪性通値の患者
@　に出る．）

一 ｝ 一 一

旗
剤 退院箭勲同権■料 一

X X　　　　　　　　　　　　　　　一 ○ X X

世嗣高齢者艘末期相！葺支援料 ○

　　　　○
i末期の悪性膿璃の患者
@　に限る．）

x × X x

運剤1隠匿肩理指聰虹
E蒸鍬齢1捌鮭“
｢覧1境引i”捌判μ
�r肇弓3■暢榎供餅
E外ク瞳署亥唾口
羽｢璽”；門睡質

E糧署唱”二，艦ロ
E綾黄楊齢氣亘り胴麗胃理キ田虹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
i居宅摂養管理指導員、又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

怩ｭ．ただし、藁剤服用歴管理指導料及ぴ後期高齢者藁剤服用歴管理指導料につい
ﾄは、当該惑者の藁学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は食偏に係る臨時の
@　　　　　　　　　　　　投蘂が行われた場合には耳定可）

O 一 一 一 一

L！ヨ以外 0 0 一 一 一 一

　O
i※2） 一 一 『 一 一

一　　　　　　　『　　一　　　　『　　一 　　　一
黶@　　　一　　　　一■一　　『一　　　　　一　一　一一一

　　　　　　　一
｡一　一　r一一　一　　一　　一　r一　　『　り　・一　　一　一　｝　　一　　一

一
　0
i※2）

　0
i※2）

　O
i※2）

　0
i※2）

　　　　O
i束期の悪性通傭の患者

@　に認る．）
一 ｝ 　　　　一

黶@＿　　　　　　　　　　　　一　一一　一■　一　一　一　一　　一　　　　　　■一　　－　引

　　　　一
|　＿　＿　　一一　橘　＿　一　一一　一　－■一　ロ　　　告　　　　　　　　　　　　　　　　『　一　一　一

一 一 一 一

類β看」寒不摂聾費（D
iロ及びm以外）

@　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　一

ﾇ閉看」基本飯｝費（田）
d柱系隻投入配転等）

@　　　　　　　『　　　一　　　　一　　　一

@　　雍病等篠嘗向蝕訪盟加算

@　　特別地域訪閥毛掻加算

@　　緊急訪悶着」舶算

@　　　　　　　　　一　　　』　　　『

@　　長莇間訪問看護加算

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※2）

　　　　O
i来期の悪性難延の患者
@　に認る．）一　一＿一一＿　一　一一一一　昌h一一一一胃　Ψ

@　　　O
i素期の目性睡鷹の思考
@　に隠る．）

　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　『　　　　　一　『

@　　　　　　　一 ｝ 一 一

　　　　　　　　　　　　　■　一一　r　一　一　　一　一　　尋　　一　■一　一　一　　一　一　　　『秩@一■　引　r　一　一　－一一　　一　　『　一　h　一　『　■　一

@　〇
@（※2）

　　　　0
i来期の悪性建“の患者

@　に限る　）
｝ 一 一 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　一　　　　一　　一　　『　一　　　　　　　　『　　一　　一@　　　　　　　　　一　　＿　　　一　　　－　　　　　　　　　　　　一　一　　　一　　　　■　一　　■　　　一－@　　　　■　　－　　　一　　　一　　　　　　　一

@　　　0
@　　（※2）

@　　　○
i末期の悪性睡伍の患者

@　に眠る．）
一 一 一 一

　　　　　　　　T　　　　一　　　　　　　一

K問看護管煙掻要員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r一　A　一　一　一■　諄　　　　　　　　．　　一　一　一　H　　一　　『　一　　－@　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　→　一　　一　一　　一　　　一　　一@　　　　　　　一　　　一
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※2）

　　　　0
i末期の悪性種嬉の患者

@　に隠る．）
一 一 一 一

　　　　　　　　■＿　　　r■一　－　＿＿＿一一　　■一　　　　r　一　一　　　一　　・　一一一・r一　　一■　　　　一一　－一　　　　　　　　　　　　　一一一■一



入院中以外の患者（次の施設に入居又は入所する患者）
介塵老人幅祉施澱又は地壇密
@滞聖介皿老人穐紐施控
@国網養唖者人ホーム）

　　布置老人盤製塩鮫

ｯ壱受けているものを含む．）

（，」期入所壷聲介四叉は介護予防短期入所壷養介 入院中の患者

　　　　　　　　　　1@　　　自宅　痩『羅葵讐　　社会櫓蝿設　　1へ遊資老人ホーム無体障害者箆詮等（匝期1及び養護老人ホーム入所生活介護、介護予1（指定特定驚設、后

翠鰯建対晦型

特定施設（指定特定施設、　　　　　　　　　　　指定地岐宿
東^持定矩設及び指定介護予防特定施
@　　　　設に眠る．）

介護療養聖医療施設

介虚血貴型医壷施酸
ｭ．〕

ｯ影・膳を受けているものを含み、※1を除く

　　　　　　儲知症霜煙の病床を除
i短期入所療養奇蹟又は介醸予防短期入所

介腫腹黄劃匹血筋煙
驕D）

誧叙狽ﾍ介皿予防短期入所壷養介薩を受けている

@　　　　　ものを含む．〕

　　　　　　〔総勤症病捷の霜床に偲
R釣症鶏檀の病床における短期入所療養

区　　分
防短期入所生活介護、　！定地域禮着盗特定匿

K期入所穫養介護又は1詮及び指定介護予防
軏�N期入所嚴儀定離鶴く．〕
諟���ｯているもの1並びに小娘橿多極能
@　　を除く）　　障居宅介護又は介護　　　　※5　　　1予防小罎模多機能聖　　　　　　　　　　陪宅介臓を劉ナる者

グルーブホーム

ﾃ如窪対応型共
ﾅ生活介護又は
﨣ﾚ予防瓢知鑑
ﾎ応型共闘生活
@　介護）

うち、外部サービス利用
^権定籍定距設入居者生
�諟�狽ﾍ外部サービス
�p型指定介護予防特定
{設入居者生活介護を受
ｯる者が入居する施設

（短期入所生活介護又は

諟�¥防短期入所生活介
���ｯているものを言
@　　　む）

併設保険医療樋閏以
Oの保険医療機関

併設保賎医長徴阻

　　以外の病床

i短期入所摂養介護

狽ﾍ介護予防短期入
蒲ﾃ養介護を受けて
｢る血者を除く）

介護畷蚕糞設サービ
X費のうち、他科受
f時費用（網欄位）
�Z定しない日の場
@　　　合

介護療養施設サービ
X費のうち、他科受
f時費用（444単位）

�Z定した日の壊台
@　（外泊中）

介護療養簿設サービ

X費のうち、外泊時
�p（4網単位｝を算
閧ｵない日の鳩合

介護療養施設サービ

X費のうち、外泊時
�p（444攣ωを算
@寵した日の鳩合
@　（外泊中）

t力中開する事象所

P　　※5

0 0
一

訪
問
…

2尋時間対席体制加算
Q4時間遅総体斜加算

（※2、 ただし当該月に介護保険における緊急時訪問看護加算又は緊急時介護予
@　　防訪問看護加算を耳定していない場合に限る。）

（束Mの5性腫鷹の患者
@　　に限る．）

秩@r■＿　　篭　一＝・一一一　一川一一　■一　冒　＾　一甲一

一
　
『
　
　
　
　
一

　　　一

|　一　一　一　　　“　　　一　一　　　し　　一　『　一　一　し　　　一　　　一　■

一　　　　　　ロ　　一　一　　　“　　一　　■　　　　一　　一　　一　一

溝’
　　　　　　　　　　一　　一　　　　■　　　　　　　　　　　　　■　■　一　　　　■　　　　　一　■　一　一　一　一

一　一　一　一　　　一　、一一弓　　■　一　り　一一　一　一一　■

@　O O
一腹

痴
重症君管理加算 （※2、 ただし当該月に介護保険における特別管理加算を耳定していない場合に限

@　　　　　　　　　　　　　　　『　）

（末期の是悔種癌の血者

@　に限るの
一 一 一

勾．。

葺
A

一 一員 退院特装目指章加算 0 O 一 一 r　‘　一　冒・　一　『一　　一　　一　　　一　　　『　　一　　一　『　　■

（末期の悪性腫癖等の患者又は退院後初回の訪問看護が特別訪問看護指示書の場合 ‘末期の悪性腫嬉の愚者 口

一 一 一
退賦五撮指導加算 に限る。） に限る．）

一
＿　　＿　＿　r－　r　　哩　一　一　　　一　　門　　　一

在宅歴者連携構導舶算
× X 一 一 一

＿　　一　　＿　一　■　　＿　　子　　一　　一　一　　一

｝一　＿　一－　一　　　　　　　　一　一　一一　　　　　　　　　一　　　　一

一　r＿　一　　’　一　　一　r一　甲　　　一　　　　　　　　　　　　　　　－　一　　一

@　　　〇
在宅患暑緊急特等カンファレン

X加算

　0
k※2）

様期の5性睦魂の患者
@　に限る。）

一 一 ｝ 一

一　＿　　＿　　＿　　＿　　一　日　F　ド　一　　¶　一　　ド　　一　　　－　　　冒

n 0
後期高齢者縦束期帽額支援療養費 （末期の悪性腫瘍等の患者又は終末期における療養について文書等にまとめた際に ‘束胡の悪性腫嬉の患者

@　に限る．）
　 一 一

一，　一　一　『　H　　r　　ド　一　■一　』　『一

特別訪問看護指示書に係る頻回の訪問看護が必要な期間内である場合に限る。）
　　　　　　　　一

＿　＿　　＿　r　■　　　　　　　　　　　　　　』　『引　　，一　『

r　一　■－　一　一　　一　一　　一　　一　　　　　　一　一　　一

一 一 一
訪問看護慣租提供振養費 × X 一

一　＿　　～　－一＿一一　■　　一　一一　・一一・r一一　　一　一　一　一　　一一　　　　　『　一一　　一 　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　一　　　　　　　■

0
○

（来期の悪性睡鷹の盈番
ﾉ限る．ただし、看取り

一
訪問看護ターミナルケア療養費 （※2）

介護加算を算定している
齣艪ﾌ訪問看護ターミナ

一 ｝ 一

ルケア療養費は算定でき
ない．》

※、書朧朧懸蕎講饗麦畿隻糖畿錨窪鱗雲騨隣涯叢糀嚇脇藁瀦簾擶麟辯識蟹雰購書騨購露萱賜窒欝麟纈
　　用される同令第百八十九条に規定する基箪適合診療所に係る病床

※2末期の悪性凄娼等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の砧問看護が必要である患者に眠る。

　　抗ε性慶傷剤（悪性新生物に罹患している患者に対して投与された鳩合に限る｝

※3 E被昌π麟鍛駝購の効能若しくは効某を有するもの及び後天性免疫不全症候群又1畑v縢の効能若しくは効果を有するものに限る・）

　　銀鶏嶽会議灘罐茎瓢麟識魯朧纏罐あ2膣鵬購撃
　　惨痛コントロールのための匿癒用麻薬
※4 鋸_職搬灘轟麟鍾蝦臨麟灘聯擁懸垂齢又姻V蹴の耀しくは効糊するものに限る・）
　　血友病の治療に係る血蔽凝固国子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

　　社会擁施設、身体囎龍股等及び養護老人ホームに入居する者に係る医膳棚点撫の算定1こつし・て、別に嘲養護老人ホーム等における療養の給付磁）の取扱し・について』（平成18年3月］旧駆発窮0331002号）に規定がある賭二

※5あっては．当該規定が適用されるものであること。



圃
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

　　　　　　（平成20年3月28日保医発第0328002号）

圃
r診療報酬請求書等の記載要領等につし・て」（昭和51年8月7目保険発第82号）の

一部改正について

別紙1
　　　　　　　　　　　　　　診療報酬請求書等の記載要領

II、診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第、診療報酬請求割医科・歯科、入院・入院外併用）に関する事項（様式第1（’））

　9　「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について

　　（4）r＿部負担金（控除額）」欄の記載方法は・毬の（4）と同様であること・

第3　診療報酬明細書の記祓要領（様式第2）

　2　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

　　（28）　「画像診断」欄について

　　　　オ電子画像管醐算（エックス線診断1糾、核医学診断料又はコンビユーターン蝿撮影

　　　　　診断料）を算定した場合に1ま、当該加算を孵した点数を言己赦し・「摘要閥に儲

　　　　　一撮”，イ，・・翻と表示すること・

　　（30）　「入院」欄について

　　　　エ（省略）

　　　　　　［記載例1］

　　　　　　　7月1日　　　　　　　1，198×1日　（入院基本料C）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　23その他難病（スモン及び轄艶一唇里までを除くの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ADLIO点



7月2日’～7月15目　　1，320×14目（入院基本料B）

　　　　　　　　　　　23その他難病（スモン及び捨2g～耕22までを除く。），

　　　　　　　　　　　AD　L23点

7月16目～7月31目　　1，709×16目（入院基本料A）

　　　　　　　　　　　13中心静脈栄養を実施している状態，AD　L23点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ
　　　　　　　　　　　23その他難病（スモン及び捨2g～共盤までを除く。）

※）疾患又は状態等については、　「医療区分・AD　L区分に係る評価票」において

　該当する番号の記載のみでもよい。

（35）　「食事・生活療養」欄について

　　ウ　健康保険法施行令第42条第2項第4号、国民健康保険法施行令第29条の3第3項第

　　　4号に掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第15条第1項第4号及び同令附則第6条

　　　第1項に掲げる者の場合は、（舗鐙）のウの（エ）と同様とする。ただし、高齢者医療確

　　　保法施行令第15条第1項第4号に掲げる者のうち、同令第14条第5項に規定する老齢

　　　福祉年金の受給者であって、かつ、生活療養を受ける者の場合は、　「摘要」欄に、

　　　「老福」と記載すること。

　　工　健康保険法施行令第42条第2項第3号、国民健康保険法施行令第29条の3第3項第

　　　3号及び同令附則第2条第8項又は高齢者医療確保法施行令第15条第1項第3号及び

　　　同令附則第5条第1項に掲げる者の場合は、（舗墨）のウの（オ）と同様とする。なお、

　　　入院日数が90日を超えた場合の特例の対象となる場合は、併せて「3月超」の字句を

　　　Oで囲むこと。

皿　歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第2　診療報酬請求書（歯科・入院外）の記載要領（様式第1（3））

　口　　「明細書枚数①＋餅③」欄について

　　　r①合計」〒＝翻＝及び「③計」欄の請求件数を合計した明細書の枚数を記載すること。

　　なお、公費負担医療と公費負担医療の併用の者がある場合には当該明細書の枚数を合計する

　　こと。

第3　診療報酬明細書の記載要領（様式第3）

　2　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

　　（15）　「傷病名部位」欄について

　　　　工　歯科矯正の病名の記載に当たっては、病耕主要な咬合異常の状態を記載し、併せ

　　　　　て唇顎口蓋裂の裂型（顎変形症にあっては、頭蓋に対する上下顎骨の主要な相対的位

　　　　　置関係の分類（例：上顎右側偏位））等を記載すること。

　　（23）　rX線・検査」欄について

　　　　ケ　　「そ（ノ）他」欄について

　　　　　（ケ）顎運動関連検査を算定する場合は、実施した検査名及び検査日を記載すること。



（24）

（26）

（28）

　「処置・手術」欄について

ノ歯の再植術又は歯の移動術を行った場合は・所定点数及び回数を 艪體｣、毎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1一　　γ　　　　　　　　　　　　　ノ　。一　　　　！一　　　　　　　　JE

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　、　　　　　　　　、

濤　「歯冠修復及び欠損補綴」欄について

ク　　「充填」欄について
（イ）充填に際してr充填材料」欄。こは函科用充填材料1、を用いた場合は「充1」

　　　の項に、歯科用充填材料nを用いた場合はr充n」の項に・歯科用充填材料髄

　　　用いた場合はr充皿」の項に、それ以外の材料を用いた場合には「その他」の項

　　　Lア　　　。’　　　　一一”，．　、．．．、　　　、充填材料の点数及び回数を記載
　　　1ロ〕　、　　　　」　q　　　　」　　　　〕　Aノ　幽一

　　　すること。

サ　　「鋳造歯冠修復」欄について
（キ）齢鋳造用14カラット金合金を用し・て鋳造歯冠修復を行った≠胎は・「14K」

　　　欄の左から、インレー複雑なもの、前歯4分の3冠型議老冠の順に点数及び

　　　回数を記載する。

　「摘要」欄について
タ歯周病安定期治療を錠する場合は、実施目及び前回実施旦爺記載すること・な

お、歯周病安定期治療と機械的歯面清掃加算を同月において算定する場合は・機械的

　歯面清掃加算の実施日を記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　よ　　　　　　　　　〆　　　　　　　　　一7　ノ　、　　　　・　・　　　牌　　ノ　　重んヤ　　　　…≡．　　　　、　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！・　　　　　　　’　　　　　　ク　　’　　　し」
　　　　　　　　　　　　ノ　￥

　しレ　　　　　　　　　　　　　ロ　　ち　　　　　の

ロサ齢矯正に係る費用の請求に当たっては、主要嫉合異常の起因となった疾患名

㍉，其こ厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症）及び当該疾患に係る顎切除又は顎離

　断等の手術を担当する連携保険医療機関名を記載すること。

　　また、歯科矯正診断料又は顎・腔機能診断料を最初に算定した年朋を診断料の名

　称に併せて記一蔵すること。

　　　　　　　　　　人＾ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　O　　　　　　、一　　　　喉　　　　　　　辱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　し』

　　　　　　　　ヤ　　　　　し　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　ヤ

弾請求に際して、特に糊が必要と判断される内容については・当該欄に簡潔1こ記

　載すること。
端内訳を言己桝るに当たって、r鞭」欄に驚きれなし・場合は朋繍と同じ大

一きさ。）用紙（用脚色は白色で可とする。）に・言参療年月・医療欄コード・儲氏

名、保険種別番号（例；1社・国・単ぢ虫2本外）・保険者番号（公費鯉医療の

みの場合は第、公費の公韻担者番号）、被保険者証・保険者手帳等の記号●番号

　　（公費鯉医励み・）場合は第・公費の公韻担医療の受給者番号）を記載した上・

所定の内容を識し、続紙として、当翻細書の次瞳ね・左上立1結を貼り付けること・



IV　調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

第1　調剤報酬請求書に関する事項（様式第4）

6　「医療保険」欄について

（3）　「①合計」欄には、　「医保（70以上一般・低所得）と公費の併用」欄と「医保単独

　　（七〇以上一般・低所得）」欄の「小計」欄と、　「医保（70以上7割）と公費の併

　　用」欄と「医保単独（七〇以上七割）」欄の「小計」欄と、　「医保本人と公費の併用」

　　欄と「医保単独（本人）」欄の「小計」欄と、　「医保家族と公費の併用」欄と「医保単

　　独（家族）」欄の「小計」欄と、　「医保（6歳）と公費の併用」欄と「医保単独（六

　　歳）」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。なお、処方せん受付回数及び点数に

　　ついては、記載を省略して差し支えない。

第1の2　調剤報酬請求書に関する事項（様式第9）

1　r後期高齢者医療」欄について

（2）　「件数」欄、　「処方せん受付回数」欄、　「点数」欄については、第1の6の（2）と同

　　様であること。この場合、第1の6の（2）中「医療保険」とあるのは「後期高齢者医

　　療」と読み替えるものであること。

　　　また、　「一部負担金」欄については、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づく

　　一部負担金の減額に係るものに限り記載すれば足りるものとすること。

第2　調剤報酬明細魯の記載要領（様式第5）

2　調剤報酬明細書に関する事項

（21）　「処方」欄について

ケ　厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る

　医薬品を投与した場合は、Hの第3の2の（器2三）のウの例により「薬評」と記載し、

　当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。

（26）　「加算料」欄について

　　ア　嚥下困難者用製剤加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、時間外加算、

　　　休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、自家製剤加算、計量混合調剤加算、予製剤

　　　加算、無菌製剤処理加算又は後発医薬、晃言脚加恥算定する場合1ま、当該欄に姻・



圖・圃・國・圏、圖、囲、國、圏、圃、圖、国、園又は團の記
号を付して加算点数（無菌製剤処理加算においては加算点数に日数を乗じた点数）の

合計点数を記載すること。

　ただし、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され・

受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方せんに係る調剤については、同一

調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、これに該

当する場合であっても、これらの加算はどちらか1欄にのみ記載すること。

（31）　「薬学管理料」欄について

　　ア　　「保険」の項の上欄には、算定した薬学管理料（薬学管理料の加算を含む。以下同

　　　じ。）の記号と回数を下記により記載すること。

（キ）在宅患者訪問薬剤管理指導料のr・」又はr2」を算定した場合は・圏罐囚

　　又は圏唖回の記号を付してその回数を記載すること・また・麻薬管理指導加算

　　を算定した場合は、圏遍囚又は圏逝帥回数の次に併せて圖の記号を付し

　　てその回数を記載すること。なお、月に2回以上算定する場合は、それぞれ算定

　　の対象となる訪問指導を行った目を記載すること。



圃
r老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について」　（平成18年

3月30日保医発第0330008号）の一部改正について

別紙

訪問看護療養費請求書等の記載要領

II　請求書等の記載要領

第2　明細書に関する事項（様式第四）

28　r訪問看護ターミナルケア療養費」欄について

　　訪問看護ステーションが、在宅で死亡した利用者について、死亡日前14目以内に2回以上

　訪問看護管理基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制につ

　いて利用者及びその家族に対して説明を行った上でターミナルケアを行った場合に、訪問看

　護ターミナルケア療養費の所定額を「××，××x」円と記載し、　「死亡時刻」欄に死亡年月

　目及び時刻も併せて記載すること。

31　r合計」欄について
　（1）　「請求」の項には、　「保険」、　「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、

　　　第1公費及び第2公費に係る金額（「基本療養費」欄の金額、　「管理療養費」欄の金額、

　　　「情報提供療養費」欄の金額、　「後期高齢者終末期相談支援療養費」欄の金額及び「訪

　　問看護ターミナルケア療養費」欄の金額の合計をいう。）を記載すること。

　　　なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の金額は、　「公費①」の項に記載すること。

　　ただし、第1公費に係る金額が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る金額

　　の記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2

　　公費に係る金額が第1公費に係る金額と同じ場合は、第2公費に係る金額の記載を省略

　　しても差し支えないこと。

（2）　「負担金額」の項については、以下によること。

　　ウ　高齢受給者の一般所得者及び低所得者であって特一業昊は肝炎治療

　　　特別促進事業に係る公費負担医療受給者については、医療券に記載されている公費負

　　　担医療に係る負担額を記載すること。ただし、当該公費負担医療の給付対象額の2割

　　　相当　　、、、　．、　　＿額　　“　　、巽一’1閣．、“一ノ甚漬一　　。　の額が、当該医療券に

　　　記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合一＝

　　　一場合は、当該2劃相当＝一生活療
　　　養一＝の額を記載すること。



ペ
ー
ジ

段

行
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正

　
平
成
二
十
年
三
月
五
目
（
号
外
第
四
十
三
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
（
療

養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
）
」
に
改
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
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）
に
改
め

　
　
　
　
下
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終
わ
り
か
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一

五

　　　　平成20年度診療報酬改定関連
厚生労働省令および厚生労働省告示（官報正誤）

　
平
成
二
十
年
三
月
五
目
（
号
外
第
四
十
三
号
）

療
報
酬
の
算
定
方
法
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

　
　
　
　
　
　
　
一
五

　
　
　
　
上

一
七

二
六

三
七

三
七

九
六

下下上上下

一一

l
ノk一』

／￥⊥ノ＼終
わ
り
か
ら
二

一一

公
布
厚
生
労
働
告
示
第
五
十
九
号
（
診

庫
醗
掛
湘
理
国
営
糠

園
雪
糾
麟
寄
継
諒
浬
喜

睦
言
糠

園
椋
曝
鹸
蕪

、
勲
爵
鴬
餅
霧
雪
檎

漣
卜
。
冷
然
N
畑

猷
貯
懲
罰
囎

醐
湿
渦
戴
理
国
寄
島
営

繍園
音
無
潔
斎
淋
誹
淫
書

謹
書
糠
（
蕪
詩
藻
融
滋

灘
e
謙
蕪
辞
郵
く
。
）

園
緑
疇
醗
礪
（
図
冷
蝋

中
国
O
O
一
S
8
π
齢

馬
ぴ
麟
軸
激
ゆ
專
蛍
嘘

幅
輩
嘩
鄭
く
。
）

鞍部
N
冷

囎

　
平
成
二
十
年
三
月
五
日
（
号
外
第
四
十
三
号
）

剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

　
　
　
　
　
　
　
二
十
一

　
　
　
　
下

二
〇
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
ρ
一
〇
〇

二
十
三

零
レ
S

厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号
（
使
用
薬

P
ρ
ま
N

鴇
b
器



二
三
三

中

終
わ
り
か
ら
二

十
三

七九十
一

ひ
。
。
v
8
斜

P
ρ
＆
。
。

い
。
。
り
O
鴇

α
。
。
》
。
α
o
。

ひ
。
。
凹
N
一
い

N
ρ
ま
P

鴇
b
ω
い

ひ
。
。
り
円
い

　
平
成
二
十
年
三
月
五
目
（
号
外
第
四
十
三
号
）

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

二
七
八

一一

ｪ
七

二
八
九

上下下

終
わ
り
か
ら
七

一
四

終
わ
り
か
ら
一

一

当
該
病
棟
に

公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
（

除
く
。
）
つ
い
て
は

入
院
入
院
基
本
料

　
平
成
二
十
年
三
月
五
目
（
号
外
第
四
十
三
号
）

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

一一

續
ｪ

三
〇
〇

三
〇
三

上下下上

一
二

一一

Z
一一九

ω
の
イ
に
該
当
す
る
病

棟
で
あ
っ
て
、
当
該
病

棟
に

除
く
。
）
に
つ
い
て
は

入
院
基
本
料

公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
（

バ
ル
ー
ン
・
パ
ン
ピ
ン

グ
法

医
師
又
は
歯
科
医
師
（

放
射
線
治
療
に
つ
い
て

、
相
当
の
経
験
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）
が

一
名
以
上
配
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

患
者
）

脳
血
管
疾
患
等
の
患
者

バ
ル
ー
ン
パ
ン
ピ
ン
グ

法医
師
又
は
當
科
医
師
が

二
名
以
上
配
置
さ
れ
て

お
り
、
う
ち
一
名
以
上

は
放
射
線
治
療
に
つ
い

て
相
当
の
経
験
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

患
者
を
除
く
。
）

脳
血
管
疾
患
等
の
患
者



三
〇
四

三
〇
五

下上

一
五

終
わ
り
か
ら
一

一一

の
う
ち
で
発
症
後
六
十

日
以
内
の
も
の

2
5

傷
病

の
う
ち
で
発
症
後
六
十

目
以
内
の
も
の

入
院
中
の
患
者
で
あ
っ

て
、
心
火
血
管
疾
患
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
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、
脳
血
管
疾
患
等
リ

　
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
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D
、
運
動
器
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ハ
ビ
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ラ

テ
ー
シ
ヨ
ン
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又
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呼
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器
リ
ハ
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ラ

シ
ョ
ン
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を
算
定
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（

る
も
の

25病
床

　
平
成
二
十
年
三
月
五
目
（
号
外
第
四
十
三
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
八
号
（

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

三
〇
七

下

終
わ
り
か
ら
一
一

四終
わ
り
か
ら
一

七

基
準
等

に
改
め
、

基
準
等
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
百

三
号
）

に
改
め
、
第
一
の
一
の

ハ
中
「
及
び
指
定
老
人

訪
問
看
護
」
を
削
り
、

平
成
二
十
年
三
月
五
目
（
号
外
第
四
十
三
号
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公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
九
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厚
生
労
働
大
臣
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定
め
る
指
定
訪
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看
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（
原
稿
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り
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一
一
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す
る
件
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指
定
訪
問
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護
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訪
問
看
護
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づ
き
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生
労
働
大
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が
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る
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示
事

項
等
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一
部
を
改
正
す
る
件
）



（
原
稿
誤
り
）

三
〇
九

下

終
わ
り
か
ら
七

掲
示
事
項
等

掲
示
事
項
等
（
平
成
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八
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
七
号
）

平
成
二
十
年
三
月
十
九
目
（
号
外
第
五
十
五
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
一
号

委
託
検
体
検
査
の
検
査
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の
算
定
方
法
の

（
原
稿
誤
り
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一
部
を
改
正
す
る
件
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一
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上上

終
わ
り
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八

終
わ
り
か
ら
六

にを律査床関＿
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る
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師
、
衛
生
検
査
技

師
等
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
。

「
検
査
に
」

加
え
る
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平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
（
号
外
第
六
十
四
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十

七
号
（
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第

二
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規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

五
九

二

　
平
成
二
十
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三
月
二
十
七
日

八
号

き
る
場
合
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

璽
サ
餌
厚
生
省
藷
四
年
厚
生
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令
第
一

（
号
外
第
六
十
四
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公
布
厚
生
労
働
省
告
示
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十
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六
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五
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終
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に
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者
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問



六
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上

八
五

指
導
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区
分
番
号

C
O
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1
1
2
に
掲
げ

る
後
期
高
齢
者
在
宅
療

養
口
腔
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に
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る
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を
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区
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O
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問
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生

指
導
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区
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号

C
O
O
1
1
2
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掲
げ
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後
期
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齢
者
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宅
療

養
口
腔
機
能
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理
料
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係
る
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分
を
除
く
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薬
剤
管
理
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導
料
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分
番
号
C
O
O
7
に
掲

げ
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宅
患
者
連
携
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導
料
及
び
C
O
O
8
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掲
げ
る
在
宅
患
者
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急

時
等
カ
ン
フ
ァ
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．
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係
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除
く
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区
分
番
号
C
O
O
3
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げ
る
在
宅
患
者
訪
問

薬
剤
管
理
指
導
料
、
区

分
番
号
C
O
O
7
に
掲

げ
る
在
宅
患
者
連
携
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導
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及
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C
O
O
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宅
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ン
フ
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ン
ス
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平
成
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十
年
三
月
二
十
七
日
（
号
外
第
六
十
四
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十

九
号
（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
施
設
基
準
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

七
二

上

終
わ
り
か
ら
八

終
わ
り
か
ら
二

呼
吸
器
専
門
医
、
消
化

器
病
専
門
医
、
消
化
器

外
科
専
門
医
（
有
限
責

任
中
間
法
人
日
本
消
化

器
外
科
学
会
が
認
定
し

た
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
呼
吸
器
外

科
専
門
医
又
は
産
婦
人

科
専
門
医

内
科
、
呼
吸
器
科
、
消

化
器
科
、
外
科
、
呼
吸

器
外
科
又
は
産
婦
人
科
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科
専
門
医
、
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器

専
門
医
、
消
化
器
病
専

門
医
、
小
児
科
専
門
医

、
外
科
専
門
医
、
整
形

外
科
専
門
医
、
脳
神
経

外
科
専
門
医
、
呼
吸
器

外
科
専
門
医
、
砂
児
外

科
専
門
嘔
、
皮
膚
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門
医
、
泌
尿
器
科
専
門

医
、
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婦
人
科
専
門
医

、
眼
科
専
門
医
又
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耳

鼻
咽
喉
科
専
門
医
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科
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吸
器
科
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消

化
器
科
、
外
科
、
整
形
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科
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脳
神
経
外
科
、

呼
吸
器
外
科
、
小
児
外



七
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四

二
名
以
上
配
置

三
例

　
　
ふ

科
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膚
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尿
器

科
、
産
婦
人
科
、
眼
科

又
は
耳
鼻
い
ん
こ
う
科

配
置

五
例



改定診療報酬点数表参考資料

（平成20年4月1日実施）
　　　　《正誤表（その2）》

1．平成20年5月30日付　厚生労働省保険局医療課事務連絡による正誤およびその他の正誤

ページ 項　目 正　　誤

第2章 特掲診療料

第3部 検査

327 D　O16 （3）　r5」のリンパ球幼若化検査（一連につき）は、C　o　n－A呉は。＿P
、　　　　　、　　　　　　　　　ア

細胞機能検査 HA又は薬疹の被疑医薬品によるものである。
ア　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

第4部 画像診断

378 E101－3 （5）　撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号「E200」コン

ポジトロン断層・ ピューター断層撮影（C　T撮影）の「注4・旦」の加算を本区分に対する

コンピューター断 加算として併せて算定する。

層複合撮影

第7部 リハビリテーション

403 ＜通則＞ 7　疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1目合計6単位（別に

厚生労働大臣が定める患者については1目合計9単位）に限り算定できる。

当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、そ

の入院する病棟等において早期歩行、A　D　しの自立等を目的として心大血

管疾患リハビリテーション料（1）、脳血管疾患等リハビリテーション料

（1）、運動器リハビリテーション料（1）又は呼吸器リハビリテーション

料（1）を算定するもの　とは、訓練室以外の病棟等（屋外を含む。）にお

いて、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的と

して、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただ

し、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等の

みを行っている患者については含まれない。

第9部 処置

入院中の患者　　　　　　　　一ア　　　　　　A　　’　y450 J　O38 （2）

人工腎臓 項翻」に人工腎臓を行った場合又は特掲診療料の施設基準等の第十一一

の二に規定する場合（入院中の患者以外の患者に血液濾過を行った場合又

はその他特に認める場合）に該当する場合においては、「2」により算定

する。なお、「入院中の患者以外の患者に血液濾過を行った場合又はその

他特に認める場合」とは、入院中の患者以外の患者であって、下記の場合

である。

ア　血液透析濾過を行った場合

イ　生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症（頭蓋内出血、消化

管出血）を有する患者に対して血液透析を行った場合

ウ　重大な視力障害に至る可能性が著しく高い、進行性眼底出血を有す

る患者に血液透析を行った場合

一1一



第10部 手術

557 K697－5 （1）対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症（原発性胆

生体部分肝移植術 汁性肝硬変と原発性硬化性胆管炎を含む。）、《中略》又は長径3cm以下3

個以内である場合に限る。また、小児肝芽腫についても対象疾患に含む

ものとする。

ア　《略》

イ　術前画像において肝癌と判定される結節性病変は、《中略》これを典
型的な肝癌と判定する。なお、非典型的な肝癌の場合は、最新の科学　　　　　　　　　　　　　　一

的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班「肝癌診療

ガイドライン」に基づき、肝癌と診断された場合に限る。《以下略》

ウ　《略》

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

別添2 入院基本料等の施設基準等

653 第2　病院の入院基 4　入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。

本料等に関する施 （1）　～　（2）　《略》

設基準 （3）　夜間における勤務（以下「夜勤」という。）については、次の点につ

いて留意する。

ア　～　ク　《略》

ケ　夜勤専従者の昇平均それぞれの夜勤時間数は、72時間の概ね2倍

以内であること。

コ　《略》

（4）　～　（6）　《略》

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

別添1 特掲診療料の施設基準等

751 第14　在宅療養支援 1　在宅療養支援歯科診療所の施設基準

歯科診療所 以下の要件のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から

支援できる体制等を確保していること。

（1）　～　（5）　《略》

（6）　当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービス善の連

携調整を担当する者と連携していること。

《以下略》

783 第61の2　上顎骨形 1　上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴

成術（骨移動を伴 う場合に限る。）に関する施設基準

う場合に限る。）、 （1）　《略》

下顎骨形成術（骨 （2）　上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した医師の指導

移動を伴う場合に の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の形

限る。）
成外科藻び又は耳鼻咽喉科の医師（当該診療科について5年以上の経　　　　　一

験を有するものに限る。）がそれぞれ1名以上配置されていること。

《以下略》
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790 第76の2　腹腔鏡下

@小切開副腎摘出術

呉は、

1　腹腔鏡下小切開副腎摘出術に関する施設基準

i1）　《略》

@（2）　腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下副腎摘出術

@　　　　腹腔鏡下小切開副腎摘出術、 腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術、

腹腔鏡下小切開腎

　術又は腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術を、術者として、合わせて

@20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置

@されていること。

s以下略》

（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手

関連省令・告示・通知

903 地域加算

Y当地域一覧

別紙

@　　　　人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域

l事院規則で定める地域に準じる地域

級地区分 都道府県 地　　　　域

4級地 《略》 《略》

5級地 《略》 《略》

6級地 宮城県 《略》

茨城県 稲敷市、河内町、利根町、つくばみらい市、常総
s、板坂東市、境町、五霧霞町、下妻市、八千代　　　　　　　　　　　　一　　　一

ｬ、結城市、桜川市

《中略》

千葉県
大網白里町、山武市、富里市、印旛村、本埜村一

《以下略》

備考《略》

様式集

912 別紙様式9 ［ページ右（上段）］

ｶ活習慣病　療養計画書　初回用　　　　　　　（記入日・　年　月　日）

患者氏名：　　　　　　　　（男・女） 主病：

｠糖尿病　□高血圧症
生年月日：明・大・昭・平　　年　　月　　日生（才）

日高脂血症

@脂質異常症

《以下表略》

《以下略》

913 別紙様式9の2 ［ページ左（下段）］

ｶ活習慣病　療養計画書　継続用　　（記入目・　年　月　目）（）回目

患者氏名：　　　　　　　　（男・女） 主病：

｠糖尿病　□高血圧症
生年月日：明・大・昭・平　　年　　月　　日生（才）

□高脂血症

猿ｿ異常症

《以下表略》

《以下略》
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922

924

926

936

938

刷紙様式21の2）

（別紙様式22）

捌紙様式23の2）

別紙7

［ページ右（上段）］

リハビリテーション実施計画書

患者氏名： 男・女　生年月日西酌　年月　日　計画評価実施日 生　月　日

《中略》

日常生活自立度：∫1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2
認知症である老人の日常生活自立度判定基準：

　　　　　　　　　1，na，皿b，皿a，皿b，IV，嶋M

《以下表略》

《以下略》

※タイトルの訂正

廃用症候群に係る届出添停書類評価表

《以下表略》

《以下略》

［ページ左（下段）］

リハビリテーション総合実施計画書

　　　　　　　　　　　　計画評価実施日 年　月　日

患者氏名： 男・女 生年月日國　年　月　日（歳） 利き手 右・右（矯正）・左

《中略》

日常生活自立度：∫1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2
認知症である老人の日常生活自立度判定基準：

　　　　　　　　　1，皿a，Hb，皿a，皿b，IV，』んM

《以下表略》

《以下略》

一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票　評価の手引き

1．～　6．　《略》

A　モニタリング及び処置等

B　患者の状況等

B項目共通事項　《略》

10　寝返り

　項目の定義

《略》

　寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サ

イドレール等の何かにっかまればできるかどうかを評価する項目であ

る。

　ここでいう『寝返り』とは、　　　　　　　ア　　　　　　　　ヂ

　一　　　　　争　　　ア　　　Z』　仰臥位から（左右どちらかの）

側臥位になる動作である。

　選択肢の判断基準　　《以下略》

11　起き上がり　～　13　移乗　　《略》

14　口腔清潔

　項目の定義　　《略》

　選択肢の判断基準　　《略》
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判断に際しての留意点

口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介

助から義歯の手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤

等の薬剤による洗浄』も含まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、

口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まない。また、歯がない場合は、うが

いや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行為が行われているか

どうかに基づいて判断する。

ただし、口腔清潔が制限されていないにも関わらず、看護師等が口腔

清潔を行わなかった場合は、「できる」とする。

15　食事摂取　《以下略》

954 別紙17
重症度に係る評価票　評価の手引き

1．　～　6．　《略》

A　モニタリング及び処置等　　《略》

B　患者の状況等

B項目共通事項　　《略》

10寝返り
項目の定義

寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サ

イドレール等の何かにっかまればできるかどうかを評価する項目であ

る。

ア

“　　　ア　　　　』　仰臥位から（左右どちらかの）

側臥位になる動作である。

選択肢の判断基準　《以下略》

957

X60

別紙18　重症度・

@看護必要度に係る
重症度・看護必要度に係る評価票　評価の手引き

962 評価票 1．～6．　《略》

963
A　モニタリング及び処置等

1　創傷処置　　《略》

2　蘇生術の施行

項目の定義　《略》

選択肢の判断基準　《略》

判断に際しての留意点

当該病棟以外での評価は含まないため、手術室、救急外来等で蘇生術

が行われたとしても、当該病棟で行われていなければ「なし」となる。

蘇生術の施行に含まれている人工呼吸器の装置着とは、いままで装着

していない患者が蘇生のために装着したことであり、蘇生術以外の人工

呼吸器管理は、「A－5呼吸ケア」「A－12人工呼吸器の一着」の項目

において評価される。
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3　血圧測定　～

15　特殊な治療法等（CHDF，IABP，PCPS，補助人工心臓，ICP測定）　　《略》

B　患者の状況等

B項目共通事項　《略》

16　床上安静の指示　～

17　どちらかの手を胸元まで持ち上げられる　《略》

18　寝返り

　項目の定義

　寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サ

イドレール等の何かにっかまればできるかどうかを評価する項目であ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ蒔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Fここでいう『寝返り』とは、

　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　ア Z』@仰臥位から（左右どちらかの）

側臥位になる動作である。

選択肢の判断基準　　《以下略》

19　起き上がり　～　22　移動方法　　《略》

23　口腔清潔

　項目の定義　《略》

　選択肢の判断基準　　《略》

　判断に際しての留意点

　口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介

助から義歯の手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤

等の薬剤による洗浄』も含まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、

口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まない。また、歯がない場合は、うが

いや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行為が行われているか

どうかに基づいて判断する。

　ただし、口腔清潔が制限されていないにも関わらず、看護師等が口腔

清潔を行わなかった場合は、rできる」とする。

24　食事摂取　～　26　他者への意思の伝達　　《略》

27　診療・療養上の指示が通じる

　項目の定義　　《略》

　選択肢の判断基準

「はい」

　診療・療養上の指示に対して、適切な行動が常に行われている場合、

　あるいは指示通りではない行動の記録がない場合をいう。

rいいえ」

　診療・療養上の指示に対して、指示通りでない行動が1回でもみら

　れた場合、かつ指示通りでない行動の記録がある場合をいう。

判断に際しての留意点　《略》
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965

1049

別紙20

様式58

28　危険行動への対応　　《以下略》

［ページ左（下段）］

リハビリテーション総合実施計画書

　　　　　　　　　計画評価実施目． 年　月　日

患者氏名： 男・女 生年月日國　年　月　日（歳） 利き手 右・右（矯正）・左

《中略》

日常生活自立度：∫1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2
認知症である老人の日常生活自立度判定基準：

　　　　　　　　　1，Ha，Hb，皿a，皿b，IV，」←M

《以下表略》

《以下略》

1 届出種別 《略》

標榜診療科 （ ， ム 寸 … γ2

←当該手術を担当する科名）

科

《以下表略》

［ページ左（下段）］

　　　　　生体部分肺移植術の施設基準に係る届出書添付書類

《以下略》
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2．平成20年度診療報酬改定関連厚生労働省告示等の正誤

ページ 項　目 正　　誤

第1章 基本診療料

第2部 入院料等　第2節 入院基本料等加算

112 A238 注1　《略》

退院調整加算
2　退院加算は、注1に掲げる退院支援計画作成加算を算定した患者が当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

該退院支援計画に基づく退院調整により退院した場合に、退院時に1回

に限り、所定点数に加算する。

《以下略》

第2部 入院料等　第3節 特定入院料

113 A300 注1～5　《略》
救命救急入院料 6　第1章入院基本料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置

及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれ

るものとする。

イ　入院基本料

ロ　入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療加算、超急『生期脳卒中加

算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算（特定機能

病院の病棟を除く。）、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療

安全対策加算、褥瘡患者管理加算及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算を

除く。）

《以下略》

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

180 B　O　O1－3 注1　《略》

生活習慣病管理料 2　生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第1部医学管理等

（区分番号B　O　O1の20に掲げる糖尿病合併症管理料を除く。）、第3部

検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣

病管理料に含まれるものとする。

《以下略》

第3部 検査

270 通則 1～5　《略》
6　保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体につい

て、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師　　　　　　　等に関す

る法律（昭和33年法律第76号）第2条第畠項に規定する検査を委託する

場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めると

ころにより算定する。

第13部 病理診断

589 通則 1～5　《略》
6　保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体につい

て、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師　　　　　　　等に関す

る法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合における病理診断に

要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働

大臣が定めるところにより算定する。
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基本診療料の施設基準等

608 第五　病院の入院基 七　障害者施設等入院基本料の施設基準

本料の施設基準等 （1）　通則　　《略》

（2）　障害者施設等入院基本料の施設基準

イ　七対一入院基本料の施設基準

①　（1）のイに該当する病棟であって、当該病棟において、一目に看護

を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその

端数を増すごとに一以上であること。《以下略》

626 第十一　経過措置 四の六　平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を

算定する病棟であって、平成二十年四月一目から平成二十二年三月三十一

目までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに入院し

ている患者のうち、重度の肢体不自由児（者）等、重度の障害者（脊髄損

傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患

者等を除く。）である患者（別表第五の二の患者を除く。）仁ついては、平成

二十二年三月三十一目までの問に限り、別表第五の三の患者とみなす。

630 別表第五の四 別表第五の四　療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院み院基本料

の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

AD　しの判定基準による判定が二十三点以上の状態

特掲診療料の施設基準等

715 第十二　手術 一　医科点数表第2章第10部手術の通則第4号に掲げる手術の施設基準

（1）　通則　　《略》

（2）　内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出（切除）術、《中略》腹腔

鏡下前立腺悪性腫瘍手術及び腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施

設基準

イ　当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であるこ

と。ただし、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術及び大

動脈バルーンー』パンピング法（I　AB　P法）については、診療所で

もよいこと。

《以下略》

716 第十三　放射線治療 一～二　《略》

二の二　強度変調放射線治療（l　MR　T）の施設基準等

（1〉　強度変調放射線治療（I　MRT）の施設基準

イ　当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯
ム　　　ァ　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　“科医師

@’　　　　　　　　が二名以上配置されており、うち一名以上は放

射　治療について相当の経験を有するものであること。

《以下略》

720 別表第三の一の二 別表第三の一の二　退院時共同指導料1及び2を二回算定できる疾病等の患

者、重症者加算の状態等にある患者並びに退院時共同指導料の注のただし

書に規定する疾病等の患者

一　末期の悪性腫瘍の患者（在宅末期医療総合診療料を算定している患者

を除く。）

ニ　イであって、ロ又はハの状態である患者

《以下略》

一9一
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別表第九の三

別表第十二

別表第九の三　第2章第7部の通則第4号に規定する患者

　　回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

　　脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十目以内のもの

　　入院中の患者であって、心大血管疾患リハビリテーション料（1）、脳血

管疾患等リハビリテーション料（1）、運動器リハビリテーション料（1）

又は呼吸器リハビリテーション料（1）を算定するもの

別表第十二　介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリ

　テーション、処置、手術及び麻酔

　一～三　《略》

　四　算定できない手術

　　イ～へ　《略》

　　ト　咽頭異物摘出術（保険医療機関の保険医が療養傷病魅から転換し

　　　た介護老人保健施設に赴いて行うものであて、複雑なものを除く。）

《以下略》
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